
決算特別委員会会議記録 

 

決算特別委員長  河野 成司    

 

１ 日 時 

   令和４年１０月１８日（火） 午前１０時００分から 

                 午後 ２時２９分まで 

 

２ 場 所 

   本会議場 

 

３ 出席した委員の氏名 

   河野成司、馬場林、志村学、吉竹悟、清田哲也、阿部長夫、衛藤博昭、三浦正臣、 

嶋幸一、元吉俊博、浦野英樹、木田昇、藤田正道、尾島保彦、玉田輝義、平岩純子、 

堤栄三、末宗秀雄、小川克己 

 

４ 欠席した委員の氏名 

後藤慎太郎、井上明夫 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

   森誠一、大友栄二、木付親次、高橋肇、守永信幸、吉村哲彦、猿渡久子 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   福祉保健部長 山田雅文、生活環境部長 高橋強 ほか関係者 

 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

第８７号議案令和３年度大分県一般会計歳入歳出決算の認定について、第８９号議案

令和３年度大分県国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について及び第９０号

議案令和３年度大分県母子父子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算の認定について審査

を行った。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

 

１０ 担当書記 

議事課委員会班  主査     飛鷹真典 

   議事課委員会班  主幹（総括） 秋本昇二郎 



決算特別委員会次第  

 
日時：令和４年１０月１８日（火）１０：００～ 
場所：本会議場                

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 部局別決算審査 

  （１）福祉保健部 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議 

 

  〔休   憩〕 

 

  （２）生活環境部 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議 

 

 

３ その他 

 

 

４ 閉 会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

河野委員長 ただいまから、本日の委員会を開

きます。 
 この際、付託された議案を一括議題とし、こ

れより審査に入ります。 
 本日は、福祉保健部及び生活環境部の部局別

審査を行います。 
これより、福祉保健部関係の審査に入ります。 

 執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔明瞭にお願いします。 
 それでは、福祉保健部長及び関係課室長の説

明を求めます。 
山田福祉保健部長 初めに、令和３年度決算特

別委員会審査報告書に対する措置状況について

御説明します。 
 当部の関係で指摘を受けたのは３件で、うち

２件は収入未済、１件は保健所職員の時間外勤

務縮減についてです。 
 資料番号１４番、令和３年度決算特別委員会

審査報告書に対する措置状況報告書のタブレッ

トの５ページ、紙資料の３ページをお開きくだ

さい。 
まず、母子父子寡婦福祉資金の収入未済につ

いてです。 
 この貸付金は、母子家庭等の経済的自立と生

活意欲の助長を図るものですが、滞納者の多く

は期限内の償還が困難な場合でも年月をかけて

完納しており、昭和２８年の制度発足以来の償

還率は９８．５％となっています。 
 令和３年度の償還状況は、現年度分について

は８８．２％と引き続き高い水準を維持してい

ますが、過年度分は９．９％となっており、過

年度分の収入未済額の縮減が課題です。 
 そこで、コロナ禍でひとり親家庭の経済状況

が厳しくなっていることに配慮しながらも、１

２月の償還強化月間における長期・大口滞納者

を中心とした電話催告や家庭訪問の集中実施の

ほか、平成２５年１０月以降の貸付分から実施

している違約金の徴収等により、納入指導や償

還の意識付けの強化を図っています。また、平

成２７年度からは最終納付から２年以上経過し

ている債権の回収を民間の債権回収会社に委託

しており、令和３年度は約２４４万円を回収す

ることができました。 
 今後とも、こうした取組により収入未済の解

消と新たな発生の防止に努めます。 
 続いて、タブレットの６ページ、紙資料の４

ページをお開きください。 
 児童措置費負担金の収入未済についてです。 
 県が児童福祉施設等へ児童を入所措置した場

合、措置費の全部又は一部を扶養義務者等の負

担能力に応じて負担金として徴収しています。 
 令和３年度末の収入未済額は約７，１４４万

円となっており、前年度に比べ約２９０万円増

加しています。徴収率について、令和３年度は

２０．５％と前年度に比べ１．６ポイント増加

しているものの、依然として低い状況が続いて

います。 
 これらの原因としては保護者の失業、疾病、

借金などによる生活の困窮や、納入意識の乏し

い保護者が多く見られることなどがあげられま

す。 
 このため、児童相談所では措置開始のタイミ

ングで保護者への納付指導を徹底するなど、新

たな滞納の発生防止に努めてきました。また、

市福祉事務所等と保護者の家庭状況を共有する

などの連携強化に取り組むととともに、７月、

８月、１２月を徴収強化月間として催告等を集

中実施し、徴収強化を図ってきました。 
 令和３年度からは保護者の状況が最も容易に

把握できる児童相談所において、滞納整理を実

施するよう業務の見直しを行いました。 
今後とも、こうした取組により、収入未済の

解消と新たな発生防止に努めます。 
 続いて、タブレットの１６ページ、紙資料の

１４ページをお開きください。 
 最後に、保健所職員及び県立病院医師の時間

外勤務縮減についてのうち、保健所関係につい

てです。今般のコロナ禍において、保健所では
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これまでに、各保健所に保健師を１名ずつ計９

名を増員するとともに、会計年度任用職員のほ

か、人材派遣会社に委託して看護職及び事務職

を配置しています。また、検体搬送等の運転業

務を県タクシー協会に委託するとともに、全庁

からの応援職員や市町村職員、保健師ＯＢ等を

臨機に派遣するなど機動的な体制確保に努めて

います。さらに、クラウドサービスを活用した

健康観察業務の省力化や疫学調査票の電子化等、

業務の効率化も順次進めてきました。 
令和３年度下半期の感染者は、同年度上半期

の３．５６倍にあたる２万４，１３１人となり

ましたが、月１００時間を超える時間外勤務を

行った保健所職員は、令和３年度下半期では延

べ３９人と、同年度上半期と比べ、ほぼ横ばい

という結果でした。時間外勤務が月４５時間を

超えた職員については、産業医が所属長に適切

な措置を講ずるよう指導するとともに、月８０

時間を超えた職員には産業医が直接本人に健康

状態の確認と助言を行い、必要があると判断し

た場合には、各種の相談等につなげています。 
なお、今年度については９月２６日から全数届

出の見直しによる保健所の負担軽減を図りなが

ら、届出対象外の方の健康観察等を行う健康フ

ォローアップセンターを同時に開設することで、

保健所業務の効率化と県民の安全安心の両立を

図っています。 
今後とも、保健所がその役割を十分に果たす

ことができるよう、対策を講じます。 
 続いて、資料番号１１番の大分県長期総合計

画の実施状況について、当部の主要事業等につ

いて説明します。 
 まず、タブレットの１８ページ、紙資料の１

６ページをお開きください。 
 一番上のおおいた出会い応援事業です。 
 一番左の事業名・事業概要・事業費欄にある

ように、この事業は、結婚の希望を後押しする

ため出会いサポートセンターを運営するととも

に、市町村、民間団体等と連携した出会いの場

づくり等を行ったものです。 
事業の成果については、右上の成果指標のと

おり、令和３年度末時点の成婚数が９８組と目

標の４５組を大きく上回ることができました。 
これは右下の事業の成果・今後の方針にある

ように、センターのオンライン機能を拡張し、

会員登録からお見合いまでをオンライン上で実

施できるようになったこと等によるものと考え

ています。なお、本年１２月からは、ＡＩマッ

チングシステムを新たに導入し、さらなる出会

いの機会の創出を図ります。 
 次に、タブレットの２６ページ、紙資料の２

４ページをお開きください。 
一番上、子どもの居場所づくり推進事業です。 

この事業は、子どもの居場所を確保し、貧困の

早期発見等につなげるため、子ども食堂の新規

立上げを支援するとともに、朝食の定期的な無

料提供を行う子ども食堂等に対して支援したも

のです。 
事業の成果ですが、主な事業内容の欄にある

ように、令和３年度はクラウドファンディング

による子ども食堂の運営支援や立上げ経費への

助成などを行いました。そうした取組もあり、

右上の成果指標のとおり、子どもの居場所は令

和３年度末までに８８か所に増加し、達成率は

１１０％となりました。なお、令和４年度もク

ラウドファンディングにより幅広い支援を募っ

ています。 
個人からの寄附に加え、企業版ふるさと納税

による企業からの寄附についても、来月１１月

末まで広く募集しているところですが、今年は

大変嬉しいことに、プロ野球ソフトバンクホー

クスの今宮健太選手が、ヒット１本につき１万

円の寄附を表明されるなど、ますます支援の輪

が広がりを見せています。県としては、こうし

た皆様の御厚意を確実に子ども食堂に届けてい

きたいと考えています。 
 次に、タブレットの３２ページ、紙資料の３

０ページをお開きください。 
 一番上のみんなで進める健康づくり事業です。 
 この事業は、健康寿命を延伸させるため、県

民意識の醸成に向けた県民運動を展開するとと

もに、健康経営事業所の拡大等に取り組んだも

のです。 
事業の成果については、健康アプリおおいた
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歩得（あるとっく）を活用した運動の促進や、

健康経営事業所へのアドバイザー派遣など、官

民一体となった様々な取組を推進した結果、令

和３年度は健康寿命の全国順位を男性日本一、

女性４位と飛躍的に伸ばすことができました。 
引き続き、この結果に満足することなく、今

後は男女とも健康寿命日本一を目指します。 
次に、タブレットの３９ページ、紙資料の３

７ページをお開きください。 
一番下の介護労働環境改善事業です。 
この事業は、介護従事者の負担を軽減し、離

職防止を図るため、ＩＣＴ化やノーリフティン

グケアの導入等により働きやすい職場環境の整

備を支援したものです。介護ニーズが増大、多

様化する中で、県民への介護サービスの質を低

下させないためにも重要な取組だと考えていま

す。 
事業の成果ですが、新型コロナの感染防止対

策や感染者発生時の対応により、介護施設にお

ける業務が増大したことなどを背景に、介護ロ

ボット事業所における離職率は前年度の１２．

１％から１２．９％と０．８％上昇しました。 
今後の方針としては、令和４年度から新たに

配置した介護ＤＸアドバイザーによる支援強化

等を通じて、さらなる離職防止、定着促進に努

めます。 
次に、タブレットの６０ページ、紙資料の５

８ページをお開きください。 
２番目の障がい者就労環境づくり推進事業で

す。 
この事業は、障がい者雇用を促進するため、

障がい者雇用アドバイザーを配置し、企業訪問

や仕事の切り出し、職場への定着支援等を行っ

たものです。 
事業の成果ですが、１２名の障がい者雇用ア

ドバイザーが企業等を訪問した結果、前年度比

２９人増となる２６５人の雇用に結び付きまし

た。 
今後の方針ですが、本年度から一般就労への

移行支援に取り組む就労系事業所への奨励金支

給や知的、精神障がい者を新たに多数雇用する

企業への助成を行っています。こうした取組を

通じて、障がい者雇用のさらなる促進を図って

いきます。 
 次に、タブレットの１１８ページ、紙資料の

１１６ページをお開きください。 
 一番上の地域共生社会構築推進事業です。 
 この事業は、地域共生社会の実現を図るため

地域の多世代交流や支え合い活動の支援、促進

に取り組んだものです。 
事業の成果ですが、市町村社協等への人材配

置やコロナ禍に対応した地域活動の支援、大分

大学と連携した実務者ネットワークによる好事

例の横展開などにより、地域の多世代交流や支

え合い活動の推進が図られました。 
引き続き、地域共生社会の実現に向けて、市

町村等関係機関と連携して取り組みます。 
 次に、タブレットの１５０ページ、紙資料の

１４８ページをお開きください。 
 一番上の新型コロナウイルス感染症療養体制

確保事業です。 
 この事業は、感染症患者の入院治療等を速や

かに開始するため、あらかじめ受入れ医療機関

等の病床や宿泊療養施設を確保するとともに、

医療従事者の負担軽減に向けた取組を支援した

ものです。 
 事業の成果ですが、令和３年度の１年間で、

入院病床を３６７床から５０８床まで増加させ

るとともに、宿泊療養施設も１棟１７０室から

１１棟１，３６０室まで拡大し、第４波から第

６波までの感染の波に臨機に対応してきました。

新型コロナ対策については、今後もワクチン接

種などを含めてしっかり取り組みます。 
 続いて、令和３年度の行政監査及び包括外部

監査の結果について御報告します。 
 まずは、行政監査についてです。 
 資料番号１６番、行政監査・包括外部監査の

結果の概要のタブレットの３ページ、紙資料の

１ページをお開きください。 
 ２の監査テーマ及び目的のとおり、昨年度は

県が関与する任意団体の状況について監査が行

われました。 
 次に、５の監査の結果についてです。 
 全体的にはおおむね適正と認められましたが、
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福祉保健部においては左側の改善事項１２項目

のうち６項目で１１件の指摘があったので、そ

の主なものを説明します。 
 タブレットの４ページ、紙資料の２ページを

お開きください。 
二つ目の表、改善・検討事項の上から２段目

（２）規約等規程の整備運用のウ事務決裁に関

する規程についてです。 
 真ん中の列の監査結果等欄にあるとおり、経

理その他事務処理全般に係る決裁権者について

規定が整備されていない任意団体があり、改善

を求められたものです。具体的には、団体の事

務処理全般に係る決裁について、規定を整備す

ることなく、全て会長決裁としていたなどの事

例がありました。 
 これらについては、監査後速やかに必要な規

定を整備するよう指導し、全ての団体において

改めました。 
今後、同様の事案が生じることのないよう、

適正な事務処理に努めます。 
次に、包括外部監査の結果について御報告し

ます。 
タブレットの９ページ、紙資料の７ページを

お開きください。３の監査テーマ及び監査対象

のとおり、昨年度はＩＣＴ関連施策に関する事

務の執行及び事業の管理について監査が行われ

ました。 
次に、タブレットの１１ページ、紙資料の９

ページをお開きください。 
福祉保健部関連では、一番左の列の番号２の

１から次のページの４の２までで改善事項１件、

勧奨事項７件の計８件の指摘がありましたが、

このうち、改善事項とされたものについて説明

します。 
事業名欄二つ目の保育環境向上支援事業の２

段目補助金の対象経費についてですが、当該事

業は保育士の負担軽減を図るため、業務改善等

につながるシステムの導入や改修等を補助する

事業となっており、単なるパソコン等備品のみ

の購入は事業趣旨に合致していないとの御指摘

をいただきました。 
 パソコン等備品の購入補助にあたっては、シ

ステムの導入に伴いセットで必要となる場合の

ほか、既に導入されているシステムを円滑に活

用できるようにするため、パソコン等の備品の

みを購入する場合も補助対象としてきたところ

ですが、保育業務のＩＣＴ化を推進する事業趣

旨に鑑み、今後、パソコン等の備品のみの購入

は補助対象としないこととするよう取扱いを改

めました。 
 今回の監査結果を踏まえ、今後、同様の事案

が生じることのないよう、適正な事務処理に努

めます。 
渡邉福祉保健企画課長 福祉保健部一般会計の

歳入歳出決算の主な事項について御説明します。 
 資料番号９番、決算附属調書のタブレットの

９ページ、紙資料の４ページをお開きください。 
まず、歳入決算額の予算に対する増減額につい

てです。 
 左端科目欄の中ほど、福祉生活費国庫補助金

が３３億８，１１２万６，８７１円の減となっ

ています。タブレットの１０ページ、紙資料の

５ページを御覧ください。上から八つ目保育・

介護職員等処遇改善交付金において、繰越明許

３０億７，７００万円が発生したことなどによ

るものです。 
 次に、タブレットの２４ページ、紙資料の１

８ページをお開きください。不用額についてで

す。 
 科目欄の中ほど福祉生活費の児童福祉費の上

から２番目児童保護費が３億６，０５１万５，

７０４円となっています。これは、放課後児童

対策充実事業費の補助金等が見込みを下回った

ことなどによるものです。 
次に、タブレットの２５ページ、紙資料の１

９ページをお開きください。 
科目欄の保健環境費の公衆衛生費の上から３

番目、予防費の不用額が１９億１，０２９万７，

６５８円となっています。これは、新型コロナ

ウイルス感染症のワクチン接種に係る個別接種

医療機関への報償費等が見込みを下回ったこと

などによるものです。 
 次に、タブレットの３２ページ、紙資料の２

５ページをお開きください。収入未済額につい
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てです。 
 科目欄の中ほどの分担金及び負担金のうち、

福祉生活費負担金が７，１４４万３，８０５円

となっています。これは、さきほど部長が説明

したとおり、児童を児童養護施設等に入所、措

置した場合に徴収する負担金について、納入義

務者の生活困窮などにより収入未済が生じたも

のです。 
 続いて、特別会計について御説明します。 
タブレットの６８ページ、紙資料の５３ペー

ジをお開きください。 
 国民健康保険事業特別会計における歳入決算

額の予算に対する増減額についてです。 
 まず、国庫負担金が１３億９，７３６万９６

７円の増となっています。これは、国からの療

養給付費等負担金の交付額が見込みを上回った

こと等によるものです。 
 次に、その下の国庫補助金及び繰入金がそれ

ぞれ減となっています。これは、調整交付金及

び一般会計繰入金が見込みを下回ったことによ

るものです。 
 次に、タブレットの７１ページ、紙資料の５

５ページをお開きください。 
国民健康保険事業特別会計と母子父子寡婦福

祉資金特別会計における不用額についてです。 
 まず、国民健康保険事業特別会計ですが、主

なものとして保険給付費等交付金が１億１，６

１２万６，５３７円となっています。これは、

特別交付金が見込みを下回ったことによるもの

です。 
 続いて、母子父子寡婦福祉資金ですが、貸付

金の不用額が２，４１７万２，５６９円となっ

ています。これは、母子家庭等への貸付実績が

見込みを下回ったことによるものです。 
 次に、タブレットの７４ページ、紙資料の５

７ページをお開きください。 
 科目欄の一番上、母子父子寡婦福祉資金特別

会計における収入未済額についてです。貸付金

元利収入が９，３２０万６６円となっています。 
これは、さきほど部長が説明したとおり、納入

義務者である母子家庭等の生活困窮などにより

収入未済となったものです。 

 決算附属調書の説明については以上です。 
 次に、歳出決算の主な事業について御説明し

ます。 
 資料番号１０番、一般会計及び特別会計決算

事業別説明書のタブレットの６９ページ、紙資

料の６４ページをお開きください。まず初めに、

福祉保健企画課関係について御説明します。 
事業説明欄一番下、災害時要配慮者支援事業

費は決算額７７６万９，６３０円です。これは、

高齢者や障がい者など、災害時における要配慮

者の安全・安心を確保するため、民生委員等の

支援者や要配慮者を対象としたセミナーの実施

や実地訓練へのアドバイザーを派遣するなど、

市町村が進める個別避難計画の作成等を支援し

たものです。 
土師保護・監査指導室長 タブレットの７１ペ

ージ、紙資料の６６ページをお開きください。 
保護・監査指導室関係について御説明します。 
 第２目扶助費の事業説明欄、生活保護費決算

額１５億３，１００万９，０１８円です。これ

は、生活保護に要した経費のうち、県に実施責

任のある町村分に関するものなどです。 
小野医療政策課長 タブレットの７６ページ、

紙資料の７１ページをお開きください。医療政

策課関係について御説明します。 
 事業説明欄の上から４番目、へき地オンライ

ン診療体制構築事業費は決算額８４４万２千円

です。これは、身近に医療機関がないへき地に

暮らす県民の受診機会を確保するため、津久見

市無垢島において、地元医師会等と連携してオ

ンライン診療の課題である高齢者の機器操作支

援の手法など体制構築に向けた実証に取り組ん

だものです。 
山本薬務室長 タブレットの７９ページ、紙資

料の７４ページをお開きください。薬務室関係

について御説明します。 
第５項薬務生活衛生費第２目薬務費のうち、

事業説明欄の上から２番目、献血推進事業費は

決算額１８４万４，４０７円です。これは、献

血思想を普及し輸血用血液の確保を図るため、

功労者の表彰、協議会の開催、啓発キャンペー

ン等を行った経費です。 
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中川健康づくり支援課長 タブレットの８２ペ

ージ、紙資料の７７ページをお開きください。 
健康づくり支援課関係について御説明します。 
 事業説明欄の上から５番目、がん対策推進事

業費は決算額２，９６５万９，１７６円です。

これは、がんになっても安心して暮らせる社会

を構築するため、県内に６か所あるがん診療連

携拠点病院等の機能強化を図るとともに、働く

ことが可能で意欲のあるがん患者等の就労を支

援し、また、がん患者の社会参加を後押しする

ため、医療用ウィッグや乳房補整具等の購入費

用の一部を補助したものです。 
池邉感染症対策課長 タブレットの８６ページ、

紙資料の８１ページをお開きください。感染症

対策課関係について御説明します。 
 事業説明欄の下から２番目、新型コロナウイ

ルス感染症対策事業費は決算額１２億９，１６

８万４，６１５円です。これは、新型コロナウ

イルス感染症拡大防止のため、患者の早期発見

のための検査体制の強化及び患者発生時に迅速

に対応できる搬送体制の構築などを行ったもの

です。 
 続いて、事業説明欄の一番下、ワクチン接種

体制緊急強化事業費は決算額２５億７，５８２

万３，０３４円です。これは、希望者への新型

コロナウイルスワクチン接種を計画的に推進す

るため、市町村等と連携し、個別接種を行う医

療機関に対し接種回数に応じた支援を実施した

ほか、県営接種センターを設置し、接種体制の

強化に取り組んだものです。 
一丸国保医療課長 タブレットの８７ページ、

紙資料の８２ページをお開きください。国保医

療課関係について御説明します。 
 第５目国民健康保険指導費のうち、事業説明

欄の一番上、国民健康保険基盤安定化事業費は

決算額１０８億６，６３０万６，０９４円です。 
これは、国民健康保険法の規定に基づき、県の

定率負担分について一般会計から特別会計への

繰り出し等を行ったものです。内訳は国民健康

保険税の軽減に係る負担として、保険基盤安定

事業費負担金４１億６，６９９万８，６８４円、

４０歳以上の被保険者に対して実施する特定健

康診査、保健指導に要する経費に係る負担とし

て特定健康診査・保健指導繰出金１億２，０５

４万４千円、保険給付に対する負担として財政

調整繰出金６５億７，８７６万３，４１０円と

なっています。 
 次に、タブレットの８９ページ、紙資料の８

４ページをお開きください。国民健康保険事業

特別会計について御説明します。 
第２目保険給付費等交付金について、決算額

１，０１５億４，２８９万２，４６３円です。

これは、国民健康保険事業を円滑かつ確実に実

施するため、市町村が行った保険給付の実績や

特定健診、国民健康保険税収納率向上に向けた

取組等の状況に応じ、市町村に交付したもので

す。 
阿部高齢者福祉課長 タブレットの９４ページ、

紙資料の８９ページをお開きください。高齢者

福祉課関係について御説明します。 
 第３目老人福祉費のうち、事業説明欄の上か

ら２番目、自立支援型サービス推進事業費は決

算額１，１６３万７円です。これは、生活機能

が低下した高齢者の要介護状態への移行や悪化

の防止を目指し、支援が必要な高齢者が機能改

善を行う自立支援型サービスに適切につながる

仕組みを構築するため、オムロン株式会社との

連携協定に基づきＩＣＴシステムを活用したモ

デル事業を県内９市町で行ったものです。 
内海こども未来課長 タブレットの９９ページ、

紙資料の９４ページをお開きください。こども

未来課関係について御説明します。 
 事業説明欄の一番下、病児保育充実支援事業

費は決算額１億１，００１万２，２００円です。 
これは、安心して病気の子どもを預けられる環

境を整えるため、病児保育を実施する市町村に

対し運営費を助成するとともに、病児保育施設

のＩＣＴ化システムあずかるこちゃんの導入に

要する経費を助成するものです。 
 病児保育事業は、自治体の補助金で運営され

るため、居住地以外で利用する場合は割高だっ

たところ、県内全市町村の協定締結により、昨

年１０月１日から居住地以外も同料金で利用可

能となりました。また、同日よりネット上から、
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施設の空き状況の確認や予約が可能となり、利

用者の利便性の向上と施設運営の効率化を図り

ました。 
隅田こども・家庭支援課長 タブレットの１０

５ページ、紙資料の１００ページをお開きくだ

さい。こども・家庭支援課関係について御説明

します。 
 事業説明欄の一番上、里親リクルート対策事

業費は決算額１，３５１万３，６１１円です。

これは、里親委託等を推進するため、中央児童

相談所に里親リクルート活動員を、人口の多い

大分市、別府市、中津市、日田市の４市に家庭

養護推進員を配置して関係機関が連携し、新規

登録者の確保や制度の普及や啓発等きめ細かな

里親リクルート活動を行ったものです。 
立脇障害福祉課長 タブレットの１１４ページ、

紙資料の１０９ページをお開きください。障害

福祉課関係について御説明します。 
 第２目児童保護費の事業説明欄の一番下、発

達障がい児地域支援体制整備事業費は決算額３，

６２２万８，７７１円です。これは、発達障が

いに関して、保護者が身近な地域で安心して相

談でき、乳幼児期から切れ目なく支援する体制

を整備するため、早期発見・早期支援に関する

取組や家族支援に関する取組を実施するととも

に、連携支援体制の構築を図ったものです。 
柳井障害者社会参加推進室長 タブレットの１

１１ページ、１０６ページをお開きください。 
障害者社会参加推進室関係について御説明しま

す。 
 事業説明欄の一番下、障がい者差別解消・権

利擁護事業費は決算額１，６２９万３，９９６

円です。これは、障がいのある人もない人の心

豊かに暮らせる大分県づくり条例に基づき、障

がい者に対する差別の解消と権利擁護の推進を

図るため、専門相談員による相談窓口の設置と、

企業等を対象とした出前講座の実施、ヘルプマ

ークの配布などを実施したものです。 
河野委員長 以上で説明は終わりました。 
 これより質疑に入ります。 
 執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し、簡潔明瞭に答弁願います。 
 事前通告が６名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 
衛藤委員 主要な施策の成果１４４ページ、災

害時要配慮者支援事業についてです。本当に大

事な施策だと思うし、御尽力に心より感謝申し

上げます。 
 当事業の対象者並びに家族会への事業の周知

も大事だと思いますが、こちらはどのように行

われているでしょうか。また、個別避難計画作

成の進捗状況についてもあわせて伺います。 
 次に、事業別説明書７４ページ、第２目薬務

費全般について。 
 地域包括ケアを担う一員として、薬局や薬剤

師が地域で果たす役割は増大するとともに多様

化しています。健康サポート薬局はその一例で

すが、薬局薬剤師は薬中心の対物業務から患者

中心の対人業務に比重を移し、地域の患者の健

康維持増進を担っていくことが求められていま

す。 
 薬務室所管の決算の中に、このような薬局薬

剤師の地域包括ケアへの参画を支援する取組に

ついて、具体的にどのようなものが含まれてい

るか伺います。 
渡邉福祉保健企画課長 それでは、災害時要配

慮者支援事業についてお答えします。 
 本事業の対象者は、障がい者や高齢者など、

災害時に自ら避難することが困難と考えられる

方であり、市町村ではこうした方の個別避難計

画作成を進めています。計画の作成にあたって

は、民生委員や自主防災組織などの支援者のみ

ならず、当事者やその関係者などに制度の趣旨

を十分に理解してもらうことが必要だと考えて

います。 
 このため、県では民生委員など福祉関係者に

対するセミナーの開催や地域のデイサービス、

障がい者団体等へ出向き、既存の場を活用した

防災教室を実施してきました。 
 この既存の場は昨年度、ホームページや市町

村、市町村社会福祉協議会等を通じて募集しま

した。今年度も当事者団体に対する計画作成支

援研修を実施予定で、今後はより多くの当事者
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や家族会などに参加いただけるよう、プッシュ

型で個別に案内するなど改善を図っていきたい

と考えています。 
 続いて、個別避難計画の作成状況についてで

す。県では、これまでも計画作成の促進に取り

組んできた結果、令和４年１月１日現在で、避

難行動要支援者名簿に掲載されている４万３，

２５９人のうち、１万５，７７４人が計画作成

済みとなっており、その割合は３６．５％とな

っています。これは平成２８年度と比べると、

３２ポイント上昇しています。 
 さらなる計画作成促進に向け、本人の状況や

生活実態等をよく把握しているケアマネジャー

などの福祉専門職の協力が不可欠だと考えてい

ます。このため、今年度から福祉専門職向け作

成研修を実施し、既に約６５０人が受講しまし

た。また、おおいたマイ・タイムラインの取組

と連動させ、支援者や避難経路などを記載する

要配慮者向けのおおいた支えアイ・タイムライ

ンを本年６月に作成し、これを市町村が個別避

難計画として活用できる取組を開始しました。

今後も引き続き、市町村の取組を支援していき

たいと思います。 
山本薬務室長 薬局、薬剤師の地域包括ケアへ

の参画を促すため、平成２９年度から令和元年

度まで３年間、地域包括ケアシステムにおける

薬剤師の役割や他職種連携の推進等を内容とす

る研修会を開催しました。その結果、かかりつ

けとして地域で重要な役割を担う薬局、薬剤師

が増えています。 
 昨年８月１日から、地域包括ケアで求められ

るかかりつけ薬局、薬剤師の機能を高度に有す

る地域連携薬局の認定制度がスタートしました。

県としても制度の普及に向け、地域の薬局、薬

剤師を対象に説明会等を開催し、現時点で県内

２１の薬局が認定されています。 
 今後も薬剤師会と連携しながら、県として地

域包括ケアに貢献する認定薬局制度を推進して

いきたいと考えています。 
衛藤委員 ありがとうございます。災害時要配

慮者支援事業ですが、先日、家族会の方と会派

で意見交換した際に、こういうのをやってほし

いという話がありました。もうやっているとい

う話をしましたが、まだ家族会に伝わっていな

い部分があると思います。本当にすばらしい事

業をやっているので、関係者にしっかりと伝え

ていただくようお願いします。 
 薬務費についてですが、認定薬局制度につい

ては今のところ、認定されたことによる報酬な

どの経済的なインセンティブの発生は特に設け

ていないと聞いています。認定されたことを表

示することで、患者が薬局を選ぶ際の一つの目

安になるとは思いますが、インセンティブとし

ては十分ではないと感じています。 
 国の制度設計の問題ではあると思いますが、

その点についてはどのようにお考えでしょうか。 
山本薬務室長 御指摘のように、県ではどうす

ることもできないので、広く県民に認定薬局を

周知していただき、認定薬局にかかることによ

って、より高度なサービスが受けられることを

広報していきたいと思います。 
衛藤委員 ありがとうございます。地域包括ケ

アに関して、認定薬局にはサポート薬局をやっ

ていただいていますが、まだ、他の職種のよう

に、薬剤師が完全に地域包括ケアの中にしっか

り入り込んでというところが弱いと聞いている

ので、そこのサポートや推進もしっかり行って

いただければと思います。また、地域包括ケア

もそうですが、医師を中心として医療関係者の

地域偏在も問題になっています。薬剤師もまた

地域偏在の問題を抱えている業種の一つでもあ

ります。 
加えて、国家的な医療費の高まりに対して、

予防医療の重要性も強く叫ばれています。その

中で、大分県薬剤師会では対策として、携帯型

の心電計を用いた自己測定事業なども今年度計

画していると聞いています。新年度において、

このような取組に対する支援を行政からもしっ

かりと行っていただければと思います。 
 また、大分県には薬学部がありません。これ

も理由の一つとして、慢性的に薬剤師が県内で

は不足しています。地域医療介護総合確保基金

においては、薬剤師修学資金貸与事業を行うた

めに必要な経費や、地域における薬剤師の安定
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的な確保を目的とした、都道府県が指定する病

院へ期間を定めて薬剤師の派遣を行うための経

費は充当可能な事業として例示されています。 
現段階で大分県はまだ導入されていないので、

新年度ではこれら２点についても、事業課にお

いてしっかり進めていくよう要望します。 
清田委員 三つの事業について伺います。 
 まず、事業別説明書９３ページのおおいた子

育てほっとクーポン利用促進事業費について、

令和３年度におむつ、ミルク等の消耗品にも用

途を拡大していただきました。これは非常にあ

りがたい話です。その効果を聞きたいのと、そ

のほかにどのような用途での使用が多いのか、

その傾向について教えてください。 
 続いて、事業別説明書９４ページの病児保育

充実支援事業費で広域化、ＩＣＴ化ということ

で、非常に使い勝手がよくなっていると思いま

す。この広域化、ＩＣＴ化の効果と言いますか、

利用者の声等があれば教えていただきたいのと、

このＩＣＴ導入を行った施設数について伺いま

す。 
 そして、事業別説明書では１１２ページ。主

要な施策の成果では５８ページの障がい者就労

環境づくり推進事業です。 
 コロナ禍において、雇用と定着の両アドバイ

ザーの企業訪問等がなかなか思うようにいかな

かったのではと感じていますが、実際の企業訪

問はどのような状況であったか伺います。 
内海こども未来課長 まず、おおいた子育てほ

っとクーポンのサービス拡大の効果についてで

す。 
 おおいた子育てほっとクーポンは、子育て家

庭の負担を軽減するため、負担金額を拡大する

など制度の改善を行ってきましたが、令和３年

４月から、さらなる利便性の向上のため、おむ

つ、ミルクの購入についてもサービスを拡大し

ました。 
 令和２年度末のクーポンの利用率が全体で６

６．５％、令和３年度末のクーポンの利用率は

７１．１％で、サービス追加による一定の効果

があったと考えています。利用者からも、おむ

つ、ミルクに利用できて大変助かるといった声

が寄せられています。 
 ２点目、おおいた子育てほっとクーポンの用

途についてです。制度を開始した平成２７年度

から令和３年度の間のおおいた子育てほっとク

ーポンのサービスの利用状況は、インフルエン

ザ予防接種が２９．１％、読み聞かせ絵本の購

入が１８．７％、ロタウイルス予防接種が１７．

１％となっています。 
 なお、おむつ、ミルクの購入にサービスを拡

大した令和３年度のみのサービス利用状況はお

むつ、ミルクの購入が６０．８％、インフルエ

ンザ予防接種が１４．２％、読み聞かせ絵本の

購入が１１．０％となっています。おむつ、ミ

ルクの利用が過半数を占めており、このデータ

からもサービス拡大の効果が見てとれると考え

ます。 
 続いて、病児保育充実支援事業費について、

広域化、ＩＣＴ化の効果についてです。 
 近年、共働きの増加などから、病児保育に対

する保護者のニーズは高まっているところ、令

和３年１０月から利用者の利便性と施設運営の

効率性の向上を図るため、利用の広域化とＩＣ

Ｔ化を進めています。 
 広域化については県が主導して、昨年９月に

県内全市町村で協定を締結しました。これによ

り、施設の地域内の利用者と地域外の利用者と

で利用料金が平準化され、利用者が他の地域の

施設も利用しやすくなりました。広域化前後の

６か月を比較すると、広域での利用率の増加は

わずかに１．３％でした。 
 一方、施設側からは、稼働率の向上など安定

した運営につながっているという声もあるので、

引き続き制度の周知に努め、必要な方が必要な

場所で病児保育を利用できるよう支援していき

たいと思います。また、ＩＣＴ化については、

県内全施設において空き状況が２４時間スマー

トフォンで確認できることになりました。あわ

せて、施設の個別の予約やキャンセルをスマー

トフォンでできるようにするため、施設に対し

てシステム導入費用の補助も実施しています。

システムを導入した施設からは、電話対応が減

り、職員の負担軽減につながったといった声が
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あがっています。また、病児保育を利用する保

護者のスマートフォンからのシステム利用も広

がりを見せており、システム登録は、導入直後

の１，３４９人から６か月で約２．６倍の３，

５９７人まで増加しています。 
 ２点目の御質問いただいたＩＣＴを導入した

施設数についてです。 
 県内３０施設のうち、令和３年度末で１７施

設がシステムを導入しています。今後も、施設

に対して導入促進を図っていきたいと思います。 
柳井障害者社会参加推進室長 雇用と定着の両

アドバイザーの活動状況についてお答えします。 
 令和３年度前半は、コロナの影響で企業から

訪問を断られるケースもあり、訪問件数は前年

を下回るペースとなりましたが、電話で採用に

関する動向や障がい者の日頃の働きぶりなどを

丁寧に聞き取り、柔軟に対応しました。年度後

半はワクチン接種が進んだことにより、積極的

に企業訪問を再開したことや、大分地区に雇用

支援アドバイザーを１人増員した効果もあり、

訪問件数は前年度を上回る１，３７２件となり、

その結果、令和３年度の新規雇用者数は２６５

人と、令和２年度の２３６人を２９人上回りま

した。 
 定着支援アドバイザーについては、就職後１

年の定着を達成した割合である定着率は、令和

２年度の９２％から３年度は８７％と若干低下

したものの、高い定着率を維持できました。 
清田委員 まず、子育てほっとクーポンです。

おむつ、ミルクの利用に広げていただいたこと

は大変すばらしくありがたいお話です。また、

我々の会派の議員からもそういう声が高まって

いた中でのこういう取組は、非常にありがたく

思っています。 
とにかく保護者から非常に使い勝手がいいと

いう声も聞いています。購入図書の対象は市町

村の枠で採用を広げていけるということなので、

これからまた市町村と連携を深めていきながら、

さらなるバージョンアップを適時的確に子育て

世帯のニーズを捉えていただき、さらに充実さ

せていただきたい。また、ニュースを見ると、

国も１０万円の給付ということで、大分県のほ

っとクーポンをお手本にしたのではないかと、

他県もやっているようですが、ほっとクーポン

のさらなる充実をしっかりお願いしたいと思い

ます。 
 そして、病児保育については、本当に広域化

によって場所を選ばず、勤務先でも居住地でも

利用でき、保護者の安心感が非常に広がってい

ると思います。ＩＣＴも非常に便利ですが、た

だ、３０施設中１７施設と幾分ＩＣＴ化が進ん

でいない地域もあると聞いています。さらなる

周知と、できれば３０施設全てがＩＣＴ化を進

めていただければさらに利便性が上がるので、

こちらも新年度に向けて頑張っていただきたい。

よろしくお願いします。 
 障がい者の環境づくり推進事業ですが、コロ

ナ禍において大変苦労したと思います。ただ、

それでもしっかり成果を上げており、その御苦

労に大変感謝します。また、本県は身体障がい

者雇用率全国１位で、これは誇るべきことであ

り、その１位という数字を支えているのがこう

いう取組だと思っています。ただ、知的、精神

障がい者の雇用率がこれからの課題だと思いま

す。この部分にどうてこ入れしていくのか、新

年度に向けての検討課題としてお願いしたい。 
 そして、今後の法改正で週１０時間以上２０

時間未満の短時間雇用が雇用率の算定対象とな

る見込みであり、これは精神障がい者の雇用率

アップにつながっていくと思います。これは大

変すばらしい事業であると思っているので、ぜ

ひ新年度以降もこの事業をしっかり継続してい

ただき、障がい者雇用率１位をさらにまた高め

ていただきたいと考えています。これは要望で

す。 
堤委員 まず、１点目です。健康保険証とマイ

ナンバーカードとの連携の問題はずっと言われ

ていましたが、２０２４年の秋までに原則義務

化することを決定しています。 
患者に対しても、マイナンバーカードの人と

これまでの健康保険証の人では医療負担の差別

化を図り、地方交付税の算定にもマイナンバー

カードの交付状況を反映させると。誘導策をい

ろいろしていますが、医療機関の８割がセキュ
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リティや漏えいの不安があると反対しています。

現場の不安をどう払拭するのか。１００％取得

は絶対不可能だから、やはり特別なひも付けを

やめるよう、マイナンバーカードを取得してい

ない方に対する対策は当然、県としても国にあ

げなければならないと思いますが、そこら辺は

どうでしょうか。 
 二つ目は介護保険制度。これはずっと昨年度

からいろいろ言われていましたが、やはり職員

が働く処遇改善は当然しなければならないわけ

です。しかし、１０月からは税金ではなくて、

今度は介護報酬の関係で負担を強いるというこ

とね。入居者の負担となったことで、今、現場

が大きな問題になっている。何で印鑑を押さな

いかんのとか、これをしたらどうなるのとか、

そういう問題になっているが、入居者は当然し

ないという態度は取れないわけです。県として

の考えと、これからのそういう方に対する救済

措置などがあれば教えていただきたい。 
一丸国保医療課長 マイナンバーカードと健康

保険証のひも付けについてお答えします。 
 まず、令和５年度から保険医療機関等に対し

て、マイナンバーカードの利用を前提としたオ

ンライン資格確認システムの導入が原則として

義務化されることになっています。 
これに伴い、医療機関に対して診療報酬上の

加算の見直しや、システムの導入に係る補助上

限額の引上げが行われました。１０月９日現在

の県内の状況ですが、約２千ある医療機関等に

おいて、オンライン資格確認のシステム申込率

は８７．７％、このうち既に運用している機関

数は７１０か所、対象医療機関の３４．１％を

占め、全国平均の３１．５％を２．６ポイント

上回っています。このため、県内では一定の御

理解をいただいていると考えています。 
 県としては、国の責任においてマイナンバー

カードの保険証利用に関する国民及び医療機関

への普及啓発を進めることや、マイナンバー制

度の情報セキュリティーの確保も含めた適切な

運用等について、全国知事会を通じて引き続き

国に要望していきます。 
 もう一つ、２０２４年の秋に現行の健康保険

証を廃止して、マイナンバーカードを保険証利

用する方針が打ち出されたことについてです。

健康保険証は被保険者であることを証明する証

明書であると同時に、保険給付を受ける際の受

診券でもあります。このため、マイナンバーカ

ードの取得の有無によって保険証の交付が制限

され、必要な医療を受けられない事態はあって

はならないと考えています。 
報道によると、厚生労働大臣が１３日の記者

会見において、廃止の方針に関し、国民や医療

関係者から理解が得られるよう丁寧に取り組ん

でいく、マイナンバーカードを持っていない人

が必要な保険診療を受ける際の手続について、

今後しっかり検討していきたいとの発言があっ

たと聞いています。 
 県としても、現行の医療保険制度が守られる

よう国の動向をしっかりと注視するとともに、

必要に応じて要望していきたいと考えています。 
阿部高齢者福祉課長 処遇改善加算についてお

答えします。 
 このたびの処遇改善に係る措置は、介護職員

を対象に収入を３％程度、月額９千円引き上げ

るため、補助金にて本年２月から前倒しで実施

されたものを、本年１０月以降分については、

臨時の報酬改定を行い、加算にて同程度の賃金

引上げを行っています。 
 介護報酬の加算により、処遇改善を実施する

方法は委員御指摘のとおり、自己負担増を伴う

ものです。一方、少子高齢化の進展により介護

需要はますます増大し、生産年齢人口が減少す

る中にあっては、継続的、長期的な介護現場の

人材確保などの定着を図る必要があります。 
このため、処遇改善制度は安定的に財源が確

保できる介護報酬制度の中で、受益者負担の考

え方の下にその運用がされているものと認識し

ています。その場合、救済措置が重要となりま

す。もとより、介護保険サービスの利用料に係

る負担軽減策として、高額介護サービス費によ

る上限額の設定、社会福祉法人による利用者負

担の軽減措置など、低所得者のサービス利用が

困難とならないよう、きめ細かな配慮が従前よ

りされています。 
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堤委員 どうもありがとうございました。マイ

ナンバーカードと保険証との関係ですが、さき

ほど大分県下の医療機関で、実際運用している

のが３４．１％であると。 
大分県は今、マイナンバーカードの取得率が

４９．０５％で、現状どれぐらいひも付けがで

きているかが分かれば少し教えてください。こ

の部分が実際に申請しないと当然ひも付けでき

ないわけだから。そういう実態がある中で、確

かに国はそういう方向で言っています。検討す

ると言っているだけであって、それをどういう

形で救済するという具体的な提案はしていない

よね。 
つまり、２０２４年の秋までにやることだけ

ははっきりしているわけ。それに対して、取っ

ていない方に対する救済をどうするか、一切具

体的な提案がされていないわけです。県として

も国に要望していくとのことだから、その辺を

ぜひこれからも強めていただきたいと思います。

その点だけは要望。 
 それと介護報酬との関係で、やはり入居者は

絶対拒否できないよね。だって入っているわけ

だから。言葉は悪いけど、人質みたいなもので

すよ。印鑑を押さないでもちゃんと面倒を見ら

ないかんとは思いますが、しかし、やはりそう

いうわけにはいきませんよね。 
 だから、そういう点では、９月までは税金で

ちゃんとそれでやってきたわけだから、それを

継続することを再度国に強く求めるべきだと思

いますが、そこら辺、県としての国への要請、

また、それに対する国の回答が何かあれば少し

教えてください。 
一丸国保医療課長 今、手元にあるのが市町村

国保の保険利用の数ですが、７月１９日時点で

２万６，６６６人、被保険者数が約２４万人な

ので１１％となっています。また、国への要望

について、もともと選択制と私どもは説明を受

けてきました。保険証についても希望があれば

発行する流れで来ていたのが、急にあのような

発表となったので、自治体としても唐突に感じ

ています。 
 絶対にマイナンバーカードを持たない人が医

療を受けられない事態になってはいけないので、

今後、全国知事会等を通じて要望していきたい

と思います。 
阿部高齢者福祉課長 処遇改善加算についてで

す。今回の補助金から介護報酬への流れについ

て、この１０月以降の処遇改善の措置では、政

府が令和４年度の予算編成過程において、臨時

の報酬改定を行って、社会保障審議会の介護給

付費分科会で議論する形で示されていたので、

それにのっとり報酬に組み入れられたと認識し

ています。 
 しかしながら、補助金の継続についての要望

はしていませんが、そもそも介護保険制度にお

いてはサービスに要する必要な費用は保険料、

公費、利用者負担の組合せによりこの財源が確

保されています。 
県では、国の負担割合の引上げを行って、現

在の費用負担の仕組みの全体的な見直しを行う

よう毎年度、九州各県とともに国に要望してい

ます。今後も引き続き国に要望していくつもり

です。 
堤委員 最後の介護保険のことは受益者負担と

よく言われるけど、実際にはこれまでの処遇改

善は国がやってきたわけで、やろうと思えばで

きるわけですね。だから、そういう点ではその

部分をぜひ国にこういう声があると、だって末

端の入所者はみんな何でと言うんですよ。疑問

を持っているわけ。これに答えるためには、県

としても国に要望していかないと。ちゃんと９

月までのものをやってほしいと、これは強く要

望しておきます。よろしくお願いします。 
藤田委員 私から２点質問します。 
 まず、主要な施策の成果１７ページの周産期

医療体制推進事業ですが、アルメイダ病院が周

産期母子医療センターを閉鎖して、令和２年度

から県内のＮＩＣＵ病床数が５施設２７床から

４施設２４床と縮小しましたが、その前後にお

ける各病院のＮＩＣＵ病床使用率や周産期医療

における課題、そして、今後の対応についてお

聞かせいただきたい。 
 続いて、主要な施策の成果１０ページ、地域

子ども・子育て支援事業ですが、この中で四つ
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主な事業が掲げられています。そのうち、①一

時預かり事業の利用状況について、件数や利用

者の属性、どういう御家族なのか、利用原因な

ど把握している範囲の状況についてお聞かせく

ださい。 
 そして、④利用者支援事業が各市町村で補助

によって行われていると思いますが、それらの

具体的な事業内容の事例をお知らせいただきた

いと思います。 
内海こども未来課長 まず、ＮＩＣＵ病床使用

率の状況についてです。 
 アルメイダ病院が周産期母子医療センターを

閉鎖する前の、令和元年度の県内センター５か

所でのＮＩＣＵ稼働率は平均８５．８％で、ピ

ークのときに９８．５％でした。一方、閉鎖後

の令和２年度は平均で８９．２％、ピークの月

で９５．６％と、引き続き高い稼働率となって

います。閉鎖前後において、県内四つのセンタ

ー間で連携を図っていくなど、しっかり対応し

ていただいています。 
なお、厚生労働省が定めた周産期医療の体制

構築に係る指針では、都道府県は出生１万人対

２５床から３０床を目標として、地域の実情に

応じて整備を進めるものとされています。本県

では、令和３年の出生数が７，３２７人なので

指針に基づくと、ＮＩＣＵ病床は１８．３床か

ら２１．９床の整備が目標となりますが、現時

点で２４床のＮＩＣＵ病床が整備されており、

国の目標以上の病床数は確保されています。 
 今後も、県内全体におけるＮＩＣＵ病床等の

稼働状況や搬送状況等も注視しながら、周産期

医療体制の維持に努めていきたいと考えます。

また、周産期医療における課題ですが、周産期

死亡率が全国と比較して高い値であることと考

えています。具体的に、令和３年の周産期死亡

率ですが、全国３．４のところ大分県は３．８

でした。 
 その対策として、平成２３年度から周産期死

亡症例検討会を開催しています。検討会では周

産期死亡症例について、妊娠や分娩経過におけ

る母体や児の状況を調査分析し、死亡を防ぐこ

とができた症例がないか等の検討を行い、その

結果を産科医療機関等に対して周知することで、

周産期死亡率の減少を目指しています。また、

周産期医療協議会においては、一般的な産科や

助産院といった一時周産期施設と周産期母子医

療センターの連携などを検討し、体制の強化に

努めています。 
 これらの取組によって、５年間平均の周産期

死亡率は平成１９年から２３年の４．４、平成

２４年から２８年は４．０、平成２９年から令

和３年は３．８と減少傾向にあります。 
 今後も引き続き、周産期医療の関係機関等と

現状や課題を共有しながらネットワークの強化

を図り、安全な医療の提供に努めていきたいと

考えます。 
 続いて、地域子ども・子育て支援事業の一時

預かり事業の利用状況についてです。 
 一時預かり事業は、日常生活上の突発的な事

情――冠婚葬祭、通院、きょうだい児の学校行

事など、一時的に家庭での保育が困難となった

場合、また、育児疲れの解消を図るためのリフ

レッシュに充てるなど、乳幼児を保育所、幼稚

園、認定こども園、その他の場所において一時

的に預かる事業です。 
令和３年度は、県内全ての市町村の計３６１

施設で実施しており、延べ利用児童数は６３万

４，８２１人です。利用属性や利用原因につい

ては、実施主体である市町村に対して報告を求

めておらず把握していませんが、いずれにして

も子育て世帯にとって便利で使いやすい事業で

あるよう、市町村と取り組んでいきます。 
 続いて、利用者支援事業についてです。利用

者支援事業は、子ども又はその保護者の身近な

場所で教育、保育、保健、その他の子育て支援

の情報提供及び必要に応じて相談、助言等を行

うとともに、関係機関との連絡調整等を実施す

る事業です。実施形態としては３類型に分かれ

ており、地域ごとの特性や支援の対象、目的を

総合的に考慮した上で実施されています。 
 具体的な事例ですが、大分市で行われている

幅広い相談に応じる基本型の事例です。市内三

つのこどもルームにおいて、ファミリーパート

ナーという名称で、専門の職員が子育て期の多
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様な悩み事などに対して相談を受けて、一緒に

考えたり、病児保育やファミリーサポートセン

ター事業など、適切な支援サービスを紹介した

りしています。 
日田市では保育サービス等に関する情報提供

等を行う、特定型にも取り組んでいます。日田

市の市役所窓口において、子育て支援事業等の

実務経験と資格を有する利用者支援専門員が教

育、保育施設の制度説明や一時預かり事業など

の地域子育て支援事業等を円滑に利用できるよ

う、情報の提供や相談、助言を行っています。 
 豊後高田市では、保健師等の専門職が母子保

健等に関する相談に応じる母子保健型に取り組

んでいます。子育て世帯包括支援センターでは、

保健師が妊婦や子育て中の保護者から妊娠期、

出産への不安や子どもの成長、発達についてな

ど幅広い相談に応じ、情報提供や助言、保健指

導等を行っています。 
藤田委員 ありがとうございました。周産期医

療について、ＮＩＣＵの使用率はピーク時で９

５．６％ですが、先日、病院局で聞くと平均で

９７％を超えていて、１００％を超える状況も

あるという話がありました。 
多分、四つの施設でそれぞれ状況が違うと思

いますが、心配なのはピークが重なったときに

１００％を超え得る状況です。９５％や９７％

という数字があると。それに対して、ピーク時

の許容範囲がどれぐらいあるのかが一つ心配に

なります。多分、医師あるいは看護師等の確保

の対策も並行してやっていると思いますが、ピ

ーク時の対応と許容範囲について考え方があれ

ばお知らせいただきたいと思います。 
 それと、ＮＩＣＵを持っているのが大分市中

央に二つ、そして別府市、中津市ですが、県南、

豊肥地区や久大地区で、多胎児の出産や異常が

あったとき、大分市に行かなければならないの

で、家族の負担がかなり大きいと。私の孫３人

は県立病院で産まれたので、周りの方を見て思

いますが、そういった御家族に対する支援もし

くはＮＩＣＵの地域への分散とかは考えられな

いのか。 
 それと、地域子ども・子育て支援事業は分か

りました。本当に一時預かり事業の利用状況が

高いこともよく理解できました。 
 今も話しましたが、うちは娘に去年、第１子

の長男が、今年６月には双子の第２子、第３子

が生まれ、４月から娘夫婦と３世代同居してい

ますが、やはり多子世帯は大変です。実際、私

はここに来るまで孫の守りをしながら、後ろ髪

を引かれるような思いの中で出て来ていますが、

そういった中で一時預かり事業等も含めて、今

年度事業化された多子世帯への支援策、相談事

業も非常に効果があると思います。 
子育てサークルの中で、多分四つの提言がさ

れていたと思いますが、特に多子、多胎世帯に

関する取組について、今後の施策的な考えがあ

ればお伺いします。 
内海こども未来課長 まず、ＮＩＣＵ病床のピ

ーク時の許容範囲についてですが、現時点では

センター間で連携を図りながら対応していただ

いていると思います。 
 続いて、家族の負担が大きいこと、また地域

への分散の件ですが、現時点では御家族への交

通費等の支援は行っていません。また、地域に

分散した方がいいのではといった御意見につい

ては今後、周産期医療協議会でも御意見をいた

だいたことも踏まえて検討していきたいと思い

ます。 
 続いて、一時預かりの関係で多胎世帯への支

援についてですが、現時点では一時預かりの観

点で、多胎児に特化した取組は行っていません

が、今年度の夏から多胎の妊産婦に対して、ア

ウトリーチで御自宅に訪問する支援を開始して

います。現時点で利用者から好評いただいてい

ます。そういった多胎児に対しても、きめ細か

な支援を取り組んでいきます。 
藤田委員 ありがとうございます。多胎児の関

係では、うちの場合は両方の祖父母がサポート

できているからいいのですが、子育てサークル

が行ったアンケートの中でも両親、祖父母、お

じ、おばといった、身内からサポートが受けら

れない方が回答の中に１２％ぐらいあって、こ

ちらの世帯が非常に心配です。そこに対する手

当てがどういう状況になっているのかがとても
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気がかりです。 
 これからまた、施策をさらに進めていくと思

いますが、ぜひそういった実情にあったサービ

スを行政サイドでできるよう、御要望させてい

ただきます。よろしくお願いします。 
玉田委員 若年性認知症と、福祉・介護人材の

件について伺います。その前に、福祉保健部の

皆様、コロナ禍で本当に連日大変な中で業務に

邁進されており、心から感謝申し上げます。 
それではまず、主要な施策の成果３９ページ

の若年性認知症相談支援体制整備事業について

です。令和３年度でも結構ですが、前提として 
推定される若年性認知症の人数がどれくらいな

のか教えていただきたいと思います。それから

成果指標を見ると、随分相談件数も増えている

ので、その課題等についてお教えいただきたい

と思います。 
 ２点目が、主要な施策の成果３８ページの福

祉・介護人材確保対策事業についてです。介護

福祉士登録者数が成果指標になっていて、この

実績が目標値を上回っていますが実際、現場で

どれくらい働いているのかが人材確保という部

分では必要だと思ったので、大体想定される現

場で実務に携わっている方はどれぐらいいるの

か、分かれば教えてください。 
 それから、この前後には事業報告があったよ

うに、離職防止対策について、例えばロボット

を導入しても離職率が上がっていると説明があ

りましたが、離職防止対策をどのように講じて

いるのか。そして、最後に課題と今後の対応に

ついてお教えいただきたいと思います。 
阿部高齢者福祉課長 まず、若年性認知症相談

体制整備事業費についてお答えします。 
 １点目が県内の若年性認知症の方の人数です

が、令和２年度に本県が実施した実態調査結果

によると、県内の若年性認知症の人数は２８７

人でした。前回、平成２５年に行った実態調査

結果が３２１人で、３４人ほど少なくなってい

ます。 
 なお、この若年性認知症の推計については、

国が令和２年３月に公表した若年性認知症実態

調査結果によると、人口１０万人当たりの若年

性認知症者数有病率が５０．９人と示されてい

て、これを国立社会保障・人口問題研究所の２

０歳から６４歳の人口を用いて推計すると、本

県の若年性認知症の数は令和２年で２８８人と

なっており、その令和２年の実態調査結果は２

８７人で、乖離のない数値だと思っています。 
 次に、事業の課題と今後の対応についてです

が、さきほど申し上げた実態調査の結果、受診

先、相談先が分かりにくいなどの情報発信不足

に関する課題や、働きたいが働く場所がないな

どの就労に関する課題が明らかとなりました。 
 このため、情報発信については令和３年２月

に認知症情報ポータルサイトおれんじを開設し

て、相談窓口や専門医療機関等、認知症に関す

る幅広い情報を掲載、発信しています。また、

就労に関する課題については、令和３年度、さ

きほど御説明した実態調査とは別に、企業や団

体等に実施した実態調査において、働く場所と

して受け入れられる場合の対応のスキル不足が

あげられていました。このため、その対応スキ

ルの向上を図る実地研修について、令和３年度

からは従前の介護保険事業所に加え、新たに就

労継続支援事業所を追加するなど、働く場所の

確保に向けた取組を進めています。 
 今後はこうした情報発信、就労支援の取組を

継続するとともに、地域での相談支援体制の強

化を図るため、地域の関係者の連携、ネットワ

ークの構築を一層推進していきたいと考えてい

ます。 
 続いて、福祉・介護人材確保対策事業費につ

いて、県内の介護現場で働いている介護福祉士

は、厚生労働省の介護サービス施設事業所調査

によると、直近の令和２年１０月１日現在で１

万１，０３３人となっています。離職防止の対

策としては、例えば、新任介護職員向けの交流

研修を開催し、入職から３年未満の介護職が集

い、新任ならではの悩みや思いを共有し、職場

を超えたつながりを深める場を設けるなど、特

に若い世代の離職防止に力を入れています。 
 最後に、事業の今後の課題と今後の対応につ

いては、介護福祉士等修学資金について、当該

資金の貸付けを受け、県内介護技術養成校等に
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入学する方が低迷しているという課題や、急速

に戻りつつある外国人留学生へ貸付け拡大など

が課題ともなっています。今後は、当課が実施

している他の事業とも連携しながら対応を検討

していくこととしています。 
玉田委員 ありがとうございました。まず、若

年性認知症相談体制整備事業費ですが、課題等

を御説明いただきました。 
若年性認知症支援コーディネーターの件で課

題があると思いましたが、主要な施策の成果を

見ると、主な活動指標と達成率で、相談件数５

００件の目標に対し実績が８９７件で、目標を

大きく上回っていると。それから成果指標です

が、コーディネーターが相談後に連携した機関

数も、目標１２０機関に対して１５２機関と、

これも大きく上回っている。成果のコメントの

中でも、令和３年度で１８０人を超えていると

いうことで、周知とかいろんなものを通じて相

談件数が大きく増えていると思いますが、一人

の方が、県内全部を回っている状況をどう考え

ているのか。私は来年度増やした方がいいので

はという気持ちですが、その件について伺いま

す。 
 それから、福祉・介護人材確保対策事業につ

いてですが、これは実績値が２万１，８１２人

で、実際現場で働いている方は１万１，０３３

人という認識でいいのか、再度そこをお伺いし

ます。 
阿部高齢者福祉課長 まず、若年性認知症コー

ディネーターの増員の考え方です。 
 まず、相談者への支援にあたっては、それぞ

れの相談者の状況に応じて関係機関――障害者

就業・生活支援センターや地域包括支援センタ

ーといった支援機関と緊密に連携を行って、職

場や地域で適切に支援が行われる体制づくりが

重要です。 
 このため、今後は認知症コーディネーターを

ハブとして、認知症疾患医療センターの関係者

をメンバーとするネットワーク会議や地域包括

支援センター等の相談機関、また、就労受入れ

の事業所等も対象とした強化研修等により、関

係機関のレベルアップを図ることで、地域にお

ける相談支援体制を強化したいと考えています。 
 御指摘のコーディネーターの増員については、

各地域における支援体制の状況や、他の自治体

の状況なども勘案しながら、今後検討していき

たいと考えています。 
 続いて、介護人材の関係です。県内の介護福

祉士の登録者数は２万１，８１２人に対して、

介護現場で働いている方が１万１，０３３人と

いうことです。これは統計上そうなっていて、

その半分しかいないのをどう捉えるかですが、

この半数程度については過去の調査を見てみて

も、例年、登録者数のおおむね半数程度で推移

しています。 
 その理由としては、介護福祉士の資格を取っ

た後、ケアマネジャーの資格を取得し、介護士

以外の業務に従事している場合や、福祉系高校

で言えば、例えば社会福祉士だと４年制大学、

理学療法士等の専門学校への進学などが考えら

れると思っています。 
玉田委員 ありがとうございました。まず、若

年性認知症コーディネーターの件ですが、これ

までの一般質問等の答弁でも同様のことを聞い

ていますが、ただ、一人でこれをやっていて、

その辺がこれからどうなのかという思いがしま

す。これについては、また我々も研究しながら

申し上げていきたいと思っています。 
 それから福祉人材の件ですが、介護労働環境

改善事業でロボットを入れて頑張っていますが、

入れたところも離職率が上がったとか、それか

ら介護の魅力発信事業についても評価がＣと。

これを見ると、コロナの影響と思われるものも

ありますが、介護人材の確保にかなり苦労して

いると思います。そういう意味でも総合的に取

り組んで、しっかりと人材を確保していただき

たいと思います。よろしくお願いします。 
馬場副委員長 ２点だけ簡潔にお尋ねします。 
 事業別説明書６３ページの生活福祉資金貸付

事業費について、令和３年度の緊急小口資金と

総合支援資金の貸付け状況はどのようになって

いるのか教えていただきたい。そして、それぞ

れの返済開始時期と償還免除要件はどのように

なったのか教えていただければと思います。 
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 二つ目は、事業別説明書９４ページの保育所

運営費と認定こども園運営費についてですが、

昨年７月の福岡県中間市の保育園で５歳の男児

が通園バスに置き去りにされ、熱中症で亡くな

る事故がありました。その後、国は通園時の安

全確認の徹底を求める通知を出しましたが、今

年も静岡県牧之原市の認定こども園で３歳の女

児が通園バスに放置され、熱中症で死亡する痛

ましい事件が起きました。 
 大分県では、これまでこのようなことは起き

ていないと思いますが、昨年からの県内の園の

状況と対策について教えていただければと思い

ます。 
渡邉福祉保健企画課長 生活福祉資金貸付事業

費についてお答えします。 
 令和３年度の貸付け状況についてですが、令

和３年４月から令和４年３月末までの特例貸付

等の貸付け状況は、緊急小口資金が３，６０１

件で７億６９７万円、総合支援資金については

初回貸付、延長貸付、再貸付で合わせて８，８

２５件の４５億４，９８４万円となっており、

合計延べで１万２，４２６件の５２億５，６８

０万円となっています。 
 なお、令和２年３月から制度が終了した令和

４年９月末の累計額ですが、緊急小口資金が１

万５，６６３件の３０億６，２６９万円、総合

支援資金については合計で２万４，４００件の

１２５億９，０８２万１千円となっており、延

べ４万６３件の１５６億５，３５１万１千円と

なっています。 
 続いて、返済開始時期についてですが、緊急

小口資金と総合支援資金の初回貸付については、

令和３年度までに申請した分については令和５

年１月から、令和４年度に申請した分について

は令和６年１月からの償還開始となります。ま

た、延長貸付については令和６年１月から、再

貸付については令和７年１月からの償還開始に

なります。 
 続いて、償還免除要件についてですが、借受

人及び世帯主が共に住民税非課税であれば、そ

のほかの世帯員の課税状況等は問わずに返済免

除となります。具体的には、貸付けの種類ごと

で償還が始まる年度に非課税である場合は、償

還開始までの申請により全額が免除となります。

また、後に非課税となった場合は、申請により

残額が免除となります。このほか、借受人が死

亡した場合や障害者手帳等の交付を受けた場合、

また、生活保護の受給を開始した場合等につい

ては、申請により残額が免除になることになっ

ています。 
内海こども未来課長 バス事故の関係について

お答えします。 
 まず、昨年７月の福岡県での事案後、速やか

に県内の保育所等に対して緊急調査を行いまし

た。その結果も踏まえ、バス乗降時の人数確認

と、降車後の車内確認などについて盛り込んだ

マニュアル作成の徹底を通知し、その後の定期

監査では、状況確認や口頭指導も行ってきまし

た。 
 そうした中、先月、静岡県のこども園で同様

の事案が発生したので、改めてマニュアル作成

の徹底を通知することとし、あわせて送迎バス

を有する保育所等の緊急点検を実施しました。

その結果、バスを保有している施設は県内９７

園あり、登園の際、乗降時の子どもの人数、名

前等を常に確認、記録している施設が７９園で

全体の８１．４％。そのうち、マニュアル及び

記入様式を策定して行っている施設は４０園、

５０．６％と、およそ２割の施設で確認、記録

を徹底しておらず、半数以上の施設が安全管理

マニュアルを策定していないことが分かりまし

た。 
 この結果も踏まえ、本日から今年いっぱいに

かけて、市町村と協力して送迎バスを有する全

ての園について実地調査を行うこととしました。

調査にあたっては、国から示された留意事項に

基づき細かな点まで確認するとともに、マニュ

アルの整備等についても指導を行っていきたい

と思います。 
馬場副委員長 ありがとうございました。 
これから償還が始まっていくと思いますが、

本当に一人一人に寄り添った自立支援をしてい

ただければと思います。 
 あと、保育園の部分で細かいことになります
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が、送迎バスの運営費の中に、例えば運転士の

賃金とか、そこに１人保育士を乗せるときに、

保育士への賃金とかは運営費の中に含まれてい

るのでしょうか。 
内海こども未来課長 国の通知において、園バ

スの運行に関しては、バス等の設置運行に係る

経費は利用する児童の保護者から実費を徴収す

ることとされており、運行費、運転士の経費な

どについてはこちらの中には含まれていません。 
馬場副委員長 ありがとうございました。昨日

の新聞でも、安全装置は公費負担でと国会で論

議されていますが、やはり最後は人の目だと思

うので、大分県は起こっていませんが、ぜひこ

ういう悲劇が起こらないよう、その対応をお願

いします。 
河野委員長 ほかに、事前通告していない委員

で質疑はありませんか。 
  〔「なし」と言う者あり〕 
河野委員長 事前通告が４名の委員外議員から 
出されているので、事前通告のあった委員外議

員の質疑を行います。 
森委員外議員 ３点伺います。 
 決算事業別説明書の８９ページ、主要な施策

の成果は３１ページの地域介護予防活動推進事

業費についてです。地域の通いの場もコロナ禍

で運営が難しくなっている状況だと思います。

本事業で、具体的にどのような活動継続の支援

をしたのか。また、オンラインを活用したモデ

ル事業実施の成果について伺います。 
 続いて９０ページ。介護労働環境改善事業費

です。主要な施策の成果は３７ページです。人

材不足などで介護現場の負担が増加する中、こ

れが結果として介護サービスの質の低下につな

がっていくことを懸念しています。解決策とし

て、ＩＣＴ化――ノーリフティングケアの普及

や介護ロボットの導入が鍵を握ると思いますが、

令和３年度の取組状況について伺います。 
 最後に９９ページ、児童相談所費について伺

います。令和３年度に設置準備をした中央児相

の城崎分室の現況についてです。分室の設置で

どのような効果があったかについてもあわせて

伺います。よろしくお願いします。 

阿部高齢者福祉課長 まず、地域介護予防活動

推進事業費についてお答えします。 
 公民館等で開催されている通いの場への活動

支援については、まず、令和２年度に通いの場

における感染防止対策等をまとめたチラシや動

画を作成、配布し、感染対策を徹底しながら活

動継続に取り組む通いの場を支援しました。 
 こうした取組の結果、令和２年度の通いの場

への参加率は１３．５％で、前年度比２．８ポ

イントのマイナスにとどまり、全国１位を維持

しています。令和３年度はコロナ禍において、

公民館等に行かずとも通いの場におけるつなが

りを保つことができるよう、スマートフォンを

使った交流体験会を６市９か所で開催し、通い

の場のリーダー等を対象に、延べ１２６人に御

参加いただきました。また、オンライン通いの

場モデル実施団体を新たに募集し、五つの市で

６団体の立ち上げを支援しました。 
 コロナの第７波で感染が急拡大した今年度に

おいて、現在も全ての団体が活動を継続してい

ます。なお、これらのモデル実施団体での成果

等を踏まえて、オンライン通いの場の開催の手

引やリーフレットを作成し、現在、市町村など

で広く活用いただいています。 
 続いて、介護労働環境改善事業費についてで

す。令和３年度の介護ロボットの導入は、３５

施設に対して４，２７８万１千円、ＩＣＴ導入

については１３４施設に対して１億２，５４１

万１千円をそれぞれ補助しました。令和２年度

と比較すると、介護ロボットは件数、金額とも

に同程度ですが、ＩＣＴについては件数で約２

倍、金額で約３．５倍となっています。 
 例えば、介護ロボットは見守りセンサー付き

の介護ベッドを導入することで、利用者の深呼

吸や心拍数を遠隔でモニタリングできるように

なり、特に夜間の職員の負担軽減に効果を上げ

ていると聞いています。また、ＩＣＴ化では介

護記録、情報共有、報酬請求など、それまで相

互に転記し合いながら行っていた各種事務につ

いて、一気通貫型のＩＣＴシステムを導入し、

効率化した施設が多数あります。 
 これらの施設からは、職員が利用者に向き合
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う時間を確保できるようになった、その結果と

してサービスの質の向上にもつながったといっ

た話も聞いています。引き続き、県として介護

ＤＸを推進し、介護現場の業務効率化、負担軽

減等につなげていきたいと考えています。 
隅田こども・家庭支援課長 中央児童相談所の

城崎分室の現況についてお答えします。 
 児童虐待対応件数の多数を占めている大分市

との連携を一層強化するため、大分市の事案を

専任で担当する中央児童相談所城崎分室を本年

４月に設置しました。城崎分室は室長以下相談

支援部門、心理支援部門の２課５班体制で、児

童福祉司１６人、児童心理司１３人を配置し、

中央児童相談所管内における児童虐待対応件数

の約５４％を受け持っています。 
 続いて、城崎分室設置の効果ですが、大分市

の中央子ども家庭支援センターと同じ建物に設

置したことで、担当者同士が顔を突き合わせて

相談、協議ができるようになり、情報共有はも

とより、援助方針の決定や動き出しの迅速化が

図られるなど、連携の効果が現れています。ま

た、大分市への日常的な助言も可能となりまし

た。例えば、虐待のおそれのある児童の面接に

豊富な経験とスキルを持つ県職員が同行した結

果、児童の素直な気持ちを引き出し、速やかな

一時保護につなげられた事例もあります。 
 さらには、市を所管する専任の心理支援課長

を配置したことで、児童の心理面接方法の指導

等、現場のＯＪＴも充実したほか、市への日常

的な助言、指導が可能となるなど、市の人材育

成と組織対応力向上の支援につながっているも

のと考えています。 
森委員外議員 ありがとうございました。 
 オンラインの活用について、このコロナ禍の

中でいろんな技術を活用できるようになったと

いうことで、有効な手段だと思うので、引き続

きよろしくお願いします。 
 続いて、介護労働環境改善について、ＤＸ化

が介護現場でも進んでいます。ただし、これが

人手不足対策とか、職員側の視点で語られるこ

とが多いですが、ＤＸによって得られた時間を

利用者と職員が向き合う時間につなげていくこ

とも重要だと考えるので、そういった視点での

今後の取組についてもお願いします。また、介

護ニーズが長期化、多様化する中で、地域ごと

に適切な支援が提供されること、そのためには

介護現場で職員の皆さんが利用者に寄り添える

よう、県としてもしっかり後押しをしていただ

きたいと思います。 
 最後に児童相談所についてですが、先週、私

も城崎分室にお伺いして、１時間ほど話を聞き

ました。さきほどの事例にあったように、適切

な児童の保護にもつながった事例もあり、非常

にスムーズな連携ができ始めていることは、今

後、子どもたちの環境にとても有効だと考えて

います。 
 荏隈の一時保護所と城崎の分室が離れている

ので若干のデメリットはあると思いますが、オ

ンラインで職員同士がしっかりと毎日のように

議論を交わしていると聞きました。そこの連携

が非常に取れている中で、オンラインの環境の

充実に少し課題があったと。今はだいぶ解決し

ていると聞いています。そういった物理的な部

分について、またオンラインで可能なことはフ

ォローしていくべきと思っています。 
 引き続き、大分市との相互連携を深め、この

城崎分室についても支援をお願いします。 
大友委員外議員 主要な施策の成果２５ページ、

事業別説明書は１０８ページの医療的ケア児支

援体制構築事業費についてです。 
 まず、専門人材である医療的ケア児等コーデ

ィネーターを７１人養成したと書いていますが、

具体的にどのような方をコーディネーターとし

て養成したのか。これは事業の内容の中に書い

ていますが、詳しく教えていただけたらと思い

ます。 
 二つ目に、医療的ケア児等コーディネーター

は今後どのよう活用されていくのか、そして、

今年度開設した医療的ケア児支援センターは、

コーディネーターとの連携が必要だと思います

が、その連携をどのように考えているのか。 
 ３点目、今後、医療的ケア児の支援について

どのように取り組んでいくのか伺います。 
立脇障害福祉課長 医療的ケア児等コーディネ
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ーターの要請についてです。 
 まず、これまで要請した７１人の内訳につい

ては、障がい福祉サービスの利用計画を策定す

る相談支援専門員が３６人と半数以上となって

います。 
次に、看護師が１０人、社会福祉士が８人、

その他市町村の保健師等となっています。 
次に、医療的ケア児等コーディネーターの活

用についてですが、既にいくつかの地域におい

てコーディネーターが関係機関と連携の上、医

療的ケア児の特徴に応じた利用計画の作成や保

育所の受入れを調整するなどの好事例が報告さ

れています。今後も他地域への横展開を図りな

がら、地域における調整役として活用していき

たいと考えています。また、医療的ケア児支援

センターが専門的な相談支援を行う上で、地域

支援の現状をよく知る各地のコーディネーター

との連携は不可欠であると考えています。情報

の共有などを通して今後も連携を深めていきた

いと思います。 
 今後については、個々の医療的ケア児につい

て市町村と連携しながら、心身の状況等の詳細

な把握に努め、居住する地域にかかわらず、ニ

ーズに応じた適切な支援が受けられるよう取組

を進めていきます。 
大友委員外議員 ありがとうございます。 
 医療的ケア児は一人一人違って、いろんな事

情があるので、それに沿った支援を続けていた

だきたいと思います。医療的ケア児支援センタ

ーの運営については、第２回定例会で私も一般

質問で取り上げましたが、その際にも経験豊富

な相談員の力も大切ですが、当事者の声に耳を

傾け、当事者意識を持った中で運営をしていた

だきたいと要望もしています。そこも含め、引

き続き医療的ケア児の支援にしっかりと取り組

んでいただきたいとお願いします。 
猿渡委員外議員 まず、事業別説明書８１ペー

ジ、新型コロナウイルス感染症対策事業費の関

係から質問に入ります。 
 保健所や本庁の関係職員の皆さん、本当にお

疲れ様です。大変御苦労されながら一生懸命取

り組んでいると思いますが、まずは保健所職員

数の推移について質問します。 
 平成１５年と平成２０年、それと直近の過去

５年の職員数はどのようになっているか。同様

に、私の地元にある東部保健所はどのようにな

っているか。そして、さきほど説明があったよ

うに、保健師等を増やしてきた経過があります

が、令和３年度は前年に比べ１２人減となって

います。その内訳はどうか。定年退職とそれ以

外の人数について教えてください。また、その

１２人減の中でどのように対応しているのか。 
 次に、第５波、第６波、第７波のピーク時の

８０時間超え、１００時間超えの人数、長時間

勤務の状況はどうなっているか。 
 二つ目に、事業別説明書の６６ページ、生活

保護費、扶助費の関係です。過去５年の生活保

護率の推移はどうか。コロナ禍で増えていない

理由は何か、御答弁ください。 
 あと一つ、通告していないので大変申し訳な

いですが、さきほど話があった通園バスの関係

で少し質問します。 
 さきほど、実地調査などについての答弁があ

りましたが、安全確認のための機器、安全装置

についての公費負担等も議論されていますが、

やはりこれは公費での負担が必要だと思います。

大分県としても考えるべきだと思います。それ

に、この問題の前提にあるのは保育士の配置に

ついて、国の配置基準が低い。かなり昔のもの

で全然変わっていないので、その配置基準が問

題だと考えています。 
保育士の増員が必要であり、その配置基準の

見直しが必要だと考えます。この点について、

国に要望すべきだと思いますが、この点はどう

か御答弁ください。 
渡邉福祉保健企画課長 まず、保健所職員数の

推移についてお答えします。 
 平成１５年度は２８９人、平成２０年度が２

４９人となっています。また、過去５年では、

平成３０年度が２１３人、令和元年度が２１０

人、令和２年度は２０２人、令和３年度は２２

６人、令和４年度は２１４人となっています。

東部保健所の職員数ですが、平成１５年度が６

１人、平成２０年度は５９人となっています。
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過去５年では平成３０年度が５４人、令和元年

度は５２人、令和２年度が５１人、令和３年度

は５４人、令和４年度は５３人です。いずれも

この数値は、４月１日現在の数値です。 
 令和４年度の前年比１２人減の内訳について

ですが、これは定年といった属人的に着目して

ではなく、数値上の増減になりますが、育児短

時間勤務職員の代替職員の配置を解消したこと

でマイナス１人、また病休職員の代替配置の配

置解消でマイナス２人、それから保健所から本

庁への移管が９人となっています。この９人に

ついては昨年度、各保健所、保健部にコロナ対

応として１人ずつ配置していましたが、今年度

は福祉保健部の本庁各課に仮配置をして、感染

が急拡大した保健所等に臨機に派遣できる体制

を構築したものです。実態として、今年度上半

期はほぼ常時、保健所等に応援派遣していまし

た。 
 続いて、保健所職員の超過勤務の状況につい

てです。保健所で時間外勤務が月８０時間及び

１００時間を超えた職員は、第５波のピークと

なった昨年８月が、８０時間超え５０人のうち

１００時間超えが２３人、また第６波のピーク

となった本年４月では、８０時間超え１７人の

うち１００時間超えが５人、第７波のピークと

なった本年８月では、８０時間超え３６人のう

ち１００時間超え１５人となっています。 
 新規感染者数は、第５波のピークが８月２１

日の２１５人、第７波のピークが８月１７日の

３，０２５人と約１４倍となっていますが、こ

の間に業務の効率化、重点化を進めるとともに

さらなる応援体制の構築を図ったことによって、

長時間勤務者数は減少しました。 
内海こども未来課長 園バスの件に関してです。 
 まず、現状ですが、県内の緊急点検の結果、

センサーなどを付けている園はありませんでし

た。議員御指摘のように、安全装置の公費負担

などが今、国で議論されていますが、こうした

動きも県としても注視しつつ、今後とも保育所

等が安心安全な場所となるよう管理体制の指導

を徹底していきたいと思います。 
 また、保育士の配置基準に関してですが、バ

スに関しては保育の時間外ということで、そも

そも配置基準の対象とはなっていません。ただ、

それも踏まえても、きめ細かな対応のため、県

として保育士の確保に努めています。配置基準

については国において検討していただきたいと

考えています。 
土師保護・監査指導室長 生活保護率の推移に

ついてお答えします。 
 平成２９年度１．７４％、平成３０年度１．

７２％、令和元年度１．７４％、令和２年度１．

７２％、令和３年度は速報値ですが、１．６

８％となっており、ほぼ横ばいの状況から昨年

度は減少となりました。 
 コロナ禍にあって保護率が増えていない理由

としては、生活困窮者自立支援制度や緊急小口

資金の特例貸付等の各種支援措置の効果もある

と考えられますが、廃止件数が開始件数を上回

る状況が令和２年度から続いていることも理由

の一つであると考えています。 
猿渡委員外議員 保健所について、いろいろな

改善策に取り組む中で、新規感染者数が１４倍

に増えたという答弁でしたが、今後に向けても

また感染がどのようになっていくのか危惧され

るし、他の感染症なども危惧されるわけだから、

やはり保健所の体制として、根本的に正規職員

を増やしていくことを求めたいと思います。そ

れについて考えをお聞かせください。 
 それと、通園バスの関係。配置基準の関係に

ついて、やはり大分県として国にしっかり声を

上げていただきたい、要望を強めていただきた

い、要望するかどうか具体的な答弁をいただき

たいと思います。 
 生活保護の関係は、廃止が上回ったというこ

とですが、これはなぜなのか。私はこの前深刻

な相談を受けていて、社会福祉協議会の生活福

祉資金などを知らなかったと言うんです。食べ

物にも困って本当に危機的な状況に一時陥った

方の相談を受けて、やはり生活保護は権利だと

しっかり知らせる必要があると思います。 
 東京都の福祉事務所は、ホームページに生活

保護の申請は国民の権利だと明記しています。

こういうことが大分県としても必要だと考えま



- 22 - 

すが、いかがでしょうか。 
渡邉福祉保健企画課長 保健所職員を増員すべ

きではないかという御質問ですが、基本的に職

員定数は、恒常的な業務量に応じて配分される

ものであり、今後、増員するかどうかについて

現時点では未定となっています。コロナへの対

応については、これまでも保健師ＯＢや市町村

保健師に加えて、本庁や近隣地方機関の職員な

ど、全庁を挙げた応援体制を構築し、感染状況

に応じた機動的な体制を確保してきました。ま

た、この間の業務の効率化等によって職員の負

担軽減を順次図りつつ、捻出したマンパワーに

ついては重症化リスクの高い方の命と健康を守

る業務へ重点的に振り向けてきました。 
 引き続き、国におけるウィズコロナに向けた

今後の動きも見据えながら、感染状況に応じた

適切な保健所の体制を確保したいと考えていま

す。 
なお、国への増員要望ですが、今回のコロナ

禍で９人保健師を増員したと過去にお答えして

いましたが、これは交付税措置がなされたこと

でできたものです。また今後、現行の体制でも

対応できない事態が生じれば、そうしたことも

検討していく必要があると考えています。 
内海こども未来課長 保育士の配置基準に関す

る国への要望については、検討していきたいと

考えています。 
土師保護・監査指導室長 生活保護の廃止件数

が多い理由について御説明します。 
 近年、保護世帯全体に占める高齢者世帯の割

合が６割を超え、増加傾向にあります。一番多

い廃止理由は死亡廃止となっています。令和３

年度の速報値では、廃止総件数１，７５９件に

対し、死亡による廃止が８１７件と最多で、全

体の４６．４％を占めています。 
 次に、広報についてです。生活保護の制度概

要や申請方法等については、県や実施機関のホ

ームページに掲載して周知を図っているほか、

必要な方に支援が届くよう、生活困窮者自立相

談支援機関等、関係機関との連携を図っていま

す。 
猿渡委員外議員 社会福祉協議会のいろいろな

制度など、使える制度について、私はテレビで

コマーシャルすべきだと何度も言ってきました

が、その方もガラケーしか持っていないし、知

らなかったと言うんです。生活保護に対しても

非常に抵抗がある方が多いので、遠慮なく権利

として使える制度だとしっかり知らせていただ

きたいと思うので、ぜひ努力いただきたいと思

います。 
守永委員外議員 へき地オンライン診療体制構

築事業についてお尋ねします。 
 事業別説明書では７１ページ、主要な施策の

成果では４２ページに記載していますが、この

中でオンライン診療について、津久見市無垢島

でのオンライン診療の体制構築に向けた実証に

取り組み、高齢者が操作しやすいシステムの必

要性や通信環境などの課題が把握できたと記述

していますが、津久見市での取組がどのような

状態であったのか具体的に説明いただき、どの

ような課題を把握したのか教えていただきたい

と思います。 
 また、このオンライン診療の普及についてで

すが、今年の第１回定例県議会で、森議員の質

問に答弁する形でオンライン診療の普及につい

て答弁していますが、普及に向けての医療関係

者や体験された患者の受け止め方はどのような

状況であったのか、教えてください。 
小野医療政策課長 まず、津久見市での実証の

具体的な内容と課題についてお答えします。 
 実証にあたっては、あらかじめ専用のソフト

をインストールしたタブレットを準備した上で、

無垢島の公民館とかかりつけ医、薬局をつない

で実証しました。診察は７５歳と７７歳の女性

２人に行っていただきましたが、どうやって操

作するのか事前練習も繰り返し行った上で行い、

プライバシー保護のためにスタッフが席を外し

た後も、医師と滞りなくオンライン診療を行う

ことができた状況です。 
 また、診療やオンラインでの服薬指導後は、

無垢島まで１６キロメートル離れていますが、

その島までドローンによる薬の配送も行いまし

た。この実証を通じた課題として、あらかじめ

操作性については、画面のボタンを分かりやす
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くする等の工夫はしていましたが、より画面上

のボタンを大きくしないとうまくタップできな

いとか、高齢の方で、タップをそもそも今まで

やったことがなく、うまくタップできないとい

う操作関係がありました。それから、音声にタ

イムラグが生じる場合とか、スマートフォンを

所有していない方への対応をどうするかという

通信環境面の課題も改めて認識したところです。 
 次に、医療機関や患者の受け止め方について

お答えします。実証に協力いただいた医師から

は、機器操作が簡便で、タイムラグについても

かぶらないようにゆっくり話せば問題なく診察

ができたという声をいただいており、今後、対

面診療だけでなく、こうしたオンライン診療を

組み合わせていきたいという意見をいただきま

した。患者からは、不安があったが思っていた

以上に医師としっかり話ができて、対面診療と

変わらなかったという声があった一方で、やは

り機器操作が難しいという意見もありました。 
 このため、今年度はシステムの操作性向上の

改修も行った上で、他の地域での実証に取り組

もうとしており、それに加えて操作支援を行う

訪問看護ステーションへのタブレット導入を助

成することとしています。 
守永委員外議員 ありがとうございます。 
 状況や課題は受け止められましたが、今後ど

ういう形で進めていくのか、タブレットを使い

続けるのか、もしくはスマートフォンが普及し

ていけば、スマートフォンでどう対応できるか

を深めていくのか、その辺の考えはお持ちでし

ょうか。 
小野医療政策課長 高齢者については、そもそ

もスマートフォンをお持ちでない方もいるので、

サポートする場合にはタブレットを使う方が多

いかと思いますが、若い世代等についてはスマ

ートフォンでも十分できるので、その辺は年代

とか使い方によって使い分けながら、普及を進

めていきたいと思っています。 
守永委員外議員 ありがとうございます。 
 特に高齢者の操作性等については、やはりか

かりつけ医という考え方をしっかりと高齢者の

方に持っていただいて、常日頃からそういうタ

ブレット等を使いながら接する、いわゆる健康

なうちに接していくことも必要だと思うので、

また普及に向けて取組を進めていただきたいと

思います。ありがとうございました。 
河野委員長 予定の時間となっていますが、ほ

かに委員外議員で質疑のある方はいますか。 
〔「なし」と言う者あり〕 

河野委員長 それでは、本日の質疑等を踏まえ、

全体を通して委員から、ほかに何か質疑はあり

ませんか。 
〔「なし」と言う者あり〕 

河野委員長  別にないので、これで質疑を終わ

ります。 
 それでは、これをもって福祉保健部関係の審

査を終わります。執行部はお疲れ様でした。 
  これより内部協議に入るので、委員の方はお

残りください。 
 

〔福祉保健部、委員外議員退室〕 
 
河野委員長 これより内部協議に入ります。 
 さきほどの福祉保健部の審査における質疑等

を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと

思いますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映

させるべき意見、要望事項等があればお願いし

ます。 
玉田委員 さきほど質問した若年性認知症相談

支援体制事業についてですが、相談件数等が増

えていて、目標よりも随分上回っているという

こと。それから課長の答弁でも、それぞれの地

域で支援体制をつくっていくという話がありま

したが、今現在一人でやっていることを考えた

とき、ちょっと負担が大き過ぎると思うので、

人員の増、あるいは負担軽減に向けての取組を

進めることをぜひ検討していただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 
堤委員 さきほどの職員数の関係で、やはりま

だ、第５波から第７波までで保健所の超勤が１

００時間を超えている状況です。これは、福祉

保健部全体で見たとしても、多分そういう実態

があるのではないかと思われますが、そういう

点では、昨年の決算の審査報告書の中でも反映



- 24 - 

されていましたが、福祉保健部全体、保健所を

含めた職員の超勤の縮減、増員も含めた対応を

していかなければならないのではないか。 
 対して、介護職員の件で、さきほど５割とい

う説明があったから、そういう点ではこの介護

職員の増を含めた根本的な対策を取っていかな

ければならないと思うので、その点を反映でき

ればと思っています。 
衛藤委員 医療現場から、薬剤師の人手不足を

聞いています。一定以上規模の病院になると、

薬剤師の配置基準があるので、薬剤師がいない

と医療の現場が回らないという声も聞いていま

す。地域医療介護総合確保基金を活用して薬剤

師の就学資金の貸与であったり、薬剤師の派遣

制度を新年度に導入していただくよう要望しま

す。 
河野委員長 ただいま委員からいただいた御意

見、御要望及び本日の審査における質疑を踏ま

え、審査報告書案として取りまとめたいと思い

ます。 
 詳細については、委員長に御一任いただきた

いと思いますが、よろしいでしょうか。 
  〔「異議なし」と言う者あり〕 
河野委員長 それでは、そのようにします。 
 以上で、福祉保健部関係の審査報告書の検討

を終わります。  
 暫時休憩します。 

午後 ０時２０分休憩 

――――――――――― 

午後 １時０２分再開 

馬場副委員長 休憩前に引き続き、委員会を開

きます。 
これより、生活環境部関係の審査を行います。 

 執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔明瞭にお願いします。 
 それでは、生活環境部長及び関係課室長の説

明を求めます。 
高橋生活環境部長 それでは、初めに昨年度の

決算特別委員会において御指摘のあった案件に

ついて、措置状況を御報告します。  
資料番号１４番、令和３年度決算特別委員会

審査報告書に対する措置状況報告書について、

タブレットの７ページ、紙資料の５ページをお

開きください。  
（２）収入未済の解消についての行政代執行

費用です。  
産業廃棄物処理施設等において、生活環境保

全上の支障の除去を目的に実施した行政代執行

について、令和３年度は計１１万２千円の未収

金を回収しました。  
今後も債務者に対し催告を行い、収入未済の

解消に努めます。また、新たな行政代執行事案

が発生しないよう、平成２３年度から公認会計

士を活用した経営監視を実施し、産業廃棄物処

理業者の財務状況の正確な把握に努めています。  
  次に、タブレットの１８ページ、紙資料の１

６ページをお開きください。  
  （３）個別事項についての⑤青少年のネット

利用に関する意識向上についてです。 
青少年の適正なインターネット利用に向けて、

以下の取組を進めています。（１）青少年が主

体となったルールづくりとして、中学生・高校

生ＩＣＴカンファレンスを実施し、県内各地か

ら多くの中学、高校生が参加しています。（２）

保護者等に対する安全利用啓発として保護者自

らが知識や危険性を学ぶスマホ・インターネッ

ト安全安心利用フォーラムを開催しています。

また、令和３年度からはインターネット利用の

低年齢化対策として、家庭でのフィルタリング

利用の必要性やルールづくりの重要性等を掲載

したリーフレットを作成し、配布しています。

デジタル化の進展に応じ、今後とも青少年が安

全安心にインターネットを利用できる環境づく

りを進めていきます。 
次に、生活環境部の全般的な決算内容につい

て御説明します。  
資料番号１０番、令和３年度一般会計及び特

別会計決算事業別説明書について、タブレット

の１１９ページ、紙資料の１１３ページをお開

きください。  
  令和３年度歳出決算総括表です。決算の総額

ですが、表の一番下の欄の歳出合計を御覧くだ

さい。予算現額１３２億６，５３４万１千円に

対して、支出済額が１２３億９，１６０万９，
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８３０円、翌年度繰越額が６億４１３万４千円、

不用額が２億６，９５９万７，１７０円となっ

ており、予算現額と支出済額との比較は８億７，

３７３万１，１７０円となっています。決算全

般事項については以上です。 
続いて、令和３年度における主要な施策の成

果について、生活環境部関係の主要な事業を御

説明します。  
資料番号１１番、大分県長期総合計画の実施

状況について、タブレットの６７ページ、紙資

料の６５ページをお開きください。 
一番下の「山の日」記念全国大会開催事業で

す。 
事業概要や主な事業内容ですが、本事業は、

山の恵みに感謝するとともに、美しく豊かな自

然を守り、次の世代に引き継ぐため、大分の山

や温泉など豊かな自然の魅力を全国に発信する

ものです。第５回「山の日」記念全国大会を開

催するとともに、登山道の補修等を行いました。 
事業の成果や今後の方針ですが、新型コロナ

ウイルス感染症の影響や台風の襲来により参加

人数を制限せざるを得なかったため、目標は達

成できなかったものの、県内外からの参加をい

ただき、山に対する理解や関心を深める機会と

なりました。  
今後も、自然環境保全や環境教育の取組等を

支援していくとともに、アウトドア情報の発信

や受入れ環境の整備を進めます。  
次に、タブレットの７２ページ、紙資料の７

０ページをお開きください。  
上から２番目、循環イノベーション創出事業

です。 
事業概要や主な事業内容ですが、本事業は、

プラスチックごみをはじめとする廃棄物のリサ

イクル促進のため、ＩＣＴを活用した効率的な

ごみ収集体制構築に向けた実証実験への支援や、

産業廃棄物処理へのデジタル技術導入に対する

補助を行いました。   
事業の成果や今後の方針ですが、一般廃棄物

のリサイクル率については僅かに目標を下回っ

たものの、排出事業者に対する電子マニフェス

トの導入補助など、業務の効率化が図られまし

た。  
今後も引き続き、分別回収に取り組む市町村

への支援や産業廃棄物処理業務の高度化、効率

化等を推進していきます。  
次に、タブレットの７８ページ、紙資料の７

６ページをお開きください。  
一番上、地域気候変動対策推進事業です。 
事業概要や主な事業内容ですが、本事業は、

家庭・業務・運輸部門におけるＣＯ２削減の取

組を強化するとともに、気候変動による影響に

備えるため、地域別の気候変動予測を行うもの

です。地球温暖化対策実行計画改定に向けた調

査や、九州各県と運営している九州エコファミ

リー応援アプリの普及促進を行いました。  
事業の成果や今後の方針ですが、温室効果ガ

ス排出量の目標については、大幅に達成するこ

とができました。一方で、新型コロナウイルス

の影響により、活動が制限された環境アプリの

普及啓発など、今後は個人のＣＯ２削減行動へ

つながる取組も支援していきます。  
次に、タブレットの８２ページ、紙資料の８

０ページをお開きください。  
一番上、おおいたうつくし作戦推進事業です。 
事業概要や主な事業内容ですが、本事業は、

美しい自然と快適な地域環境を将来の世代へ継

承するため、おおいたうつくし作戦を展開する

ものです。環境イベントの実施や、地域活性化

につながる環境保全活動を支援しました。 
事業の成果や今後の方針ですが、前年度より

うつくし大行動参加人数は増えたものの、コロ

ナ禍で集団活動が制限されたこともあり、目標

を達成できませんでした。一方、うつくし感謝

祭では、目標値を上回るブースが出展するなど、

県民へ広く活動を普及することができました。  
今後は、Ｗｅｂ等を積極的に活用し、県民の

環境保全意識の醸成に取り組むとともに、個人

で取り組めるエコ活動等を、新たにうつくし大

行動と位置付け、参加者数の増加を図ります。  
次に、タブレットの１０８ページ、紙資料の

１０６ページをお開きください。  
次世代へつなぐ食育推進事業です。  
事業概要や主な事業内容ですが、本事業は、
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食育の意義や目的について、特に子どもや若者

世代の食を大切にする心を育むため、食育人材

の活用や、学校、家庭及び地域と連携した取組

を実施するものです。県産食材とレシピを家庭

に送付し、郷土料理を調理してもらう取組や、

朝食喫食の必要性を伝えるイベントを実施しま

した。 
事業の成果や今後の方針ですが、イベント参

加の事前予約制、リモート形式での開催など工

夫しながら事業を進めることで目標を達成しま

した。 
今後は、食文化等への理解促進や学校給食の

場における地場産物の活用率向上につながる教

材を作成し、食育の普及啓発に取り組みます。 
次に、タブレットの１２６ページ、紙資料の

１２４ページをお開きください。  
上から２番目、小規模給水施設水源確保等支

援事業です。  
事業概要や主な事業内容ですが、本事業は、

小規模集落の水問題を解決するため、積極的に

水源確保等に取り組む市町村を支援するもので

あり、水源や浄水施設の整備に対する補助を行

いました。  
事業の成果や今後の方針ですが、令和３年度

は入札不調等により、１２集落で事業が繰越し

となったことで目標を達成できなかったものの、

本年度において、全ての事業が完了する見込み

です。  
引き続き、市町村が小規模集落における水問

題の解決を図ることができるよう支援します。 
次に、タブレットの１４１ページ、紙資料の 

１３９ページをお開きください。  
上から２番目、防災行動定着促進事業です。  
事業概要や主な事業内容ですが、本事業は、

ＳＮＳを活用した防災情報の配信や、コロナ禍

において３密を回避する防災啓発動画の制作、

配信などにより防災対策を促進するとともに、

防災ＶＲや県民一斉避難行動の実施など、防災

意識の醸成、避難行動等の定着を図るものです。  
事業の成果や今後の方針ですが、防災関連イ

ベントでの普及啓発活動等により、おおいた防

災アプリの登録促進を図り、目標を達成しまし

た。 
今後も、イベントのほかテレビ、新聞、イン

ターネットや研修会の場などを積極的に活用し、

メールやアプリの登録者増加を図ります。 
次に、タブレットの２７０ページ、紙資料の

２６８ページをお開きください。  
一番上、女性が輝くおおいたづくり推進事業

です。 
事業概要や主な事業内容ですが、本事業は、

女性が活躍でき、男女が共に働きやすい社会の

実現を図るため、働く女性等のニーズに対応し

た支援のほか、企業、女性、家庭における意識

改革を促すセミナー等を実施するものです。 
事業の成果や今後の方針ですが、コンサルタ

ントの派遣や優良事例等の紹介を通じて、女性

の活躍推進に対する企業の意識、意欲が向上し

たことにより、目標を大幅に達成しました。  
今後も、女性の登用促進や働きやすい職場環

境づくりに取り組むとともにアンコンシャス・

バイアスにも注目し、無意識の思い込みへの気

付きを促すセミナー等を実施していきます。 
次に、タブレットの３２８ページ、紙資料の

３２６ページをお開きください。 
一番下、青少年等自立支援対策推進事業です。 
事業概要や主な事業内容ですが、本事業は、

就労等社会的自立に困難を抱える青少年及びそ

の家族を支援するため、子ども・若者総合相談

センター／ひきこもり地域支援センター等の運

営を行うものです。 
事業の成果や今後の方針ですが、電話相談員

や訪問支援員などの支援体制を強化した結果、

相談件数も増加し、目標を達成しています。さ

らに、市町村への後方支援を充実したことで、

市町村や関係機関からの相談件数も大幅に増加

しています。 
今後は、人材養成研修の内容や方向性につい

て検討し、専門的な人材の育成を図るなど、支

援のさらなる充実に取り組みます。 
続いて、令和３年度に実施された行政監査及

び包括外部監査の結果の概要について御説明し

ます。  
資料番号１６番、令和３年度行政監査・包括
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外部監査の結果の概要について、タブレットの

３ページ、資料の１ページをお開きください。   
まず、行政監査についてです。 
当部の関係では、５監査の結果（１）改善事

項のうち、規約等規程の整備運用及び県庁舎使

用手続等の項目について、１項目ずつ指摘をい

ただきました。 
タブレットの５ページ、紙資料の３ページを

お開きください。  
上から２番目、改善事項４です。専任職員の

給与等に関する規程について、社会保険の準用

規程と実態が異なっていた任意団体に対し、規

程と運用が一致するよう御指摘をいただきまし

た。  
この指摘を受け、県では大分県少年の船実行

委員会に対して、当該規程を実態に即したもの

に改めるよう指導し、適切に改正されたことを

確認しました。  
次に、タブレットの６ページ、紙資料の４ペ

ージをお開きください。  
上から３番目、改善事項１１です。任意団体

の事務局が、県の庁舎を使用するにあたり、行

政財産の目的外使用許可に係る手続を適正に行

うよう御指摘をいただきました。  
この指摘を受け、県では大分県防災ヘリコプ

ター運航連絡協議会に対して必要な手続を行う

よう指導し、当該協議会においては目的外使用

許可手続を行い、使用料を納付しています。 
続いて、包括外部監査についてです。 
当部の関係では、私立学校ＩＣＴ活用授業推

進事業について改善１件、勧奨５件の御指摘を

いただきました。 
タブレットの１３ページ、紙資料の１１ペー

ジをお開きください。 
指摘内容の欄にあるように、改善事項では補

助金交付申請に必要な添付書類について指摘さ

れたほか、勧奨事項ではＩＣＴ技術者の人材確

保やタブレット購入への補助等ついて御意見を

いただきました。  
これらの指摘を受け、今後は規則等に準拠し

て適切な補助事業を実施するとともに、関係機

関とも連携しながら、効果的なＩＣＴ活用の取

組を検討します。  
首藤生活環境企画課長 それでは、生活環境部

関係の歳入決算額の予算に対する増減額や不用

額及び収入未済額について、資料番号９番、決

算附属調書により一括して御説明します。  
  まず、歳入決算額の予算に対する増減額につ

いてです。タブレットの８ページ、紙資料の３

ページをお開きください。  
  表中の左、科目欄手数料の一つ目、保健環境

手数料の増収となったものの衛生免許試験その

他手数料１９０万１，７００円は、産業廃棄物

関連許可申請件数等が見込みを上回ったことに

よるものです。  
  次に、科目欄国庫負担金の三つ目、教育費国

庫負担金の減収となったものの一つ目、高等学

校等就学支援金負担金５８５万４，５２８円は、

私立高等学校等就学支援事業費等が見込みを下

回ったことによるものです。  
  次に、タブレットの９ページ、紙資料の４ペ

ージをお開きください。  
科目欄国庫補助金の一つ目、総務費国庫補助

金のうち減収となったものの六つ目、防災情報

通信設備整備費補助金１億３，３０８万６千円

は、防災情報通信システムの更新事業の令和４

年度への繰越明許によるものです。  
  次に、タブレットの１０ページ、紙資料の５

ページをお開きください。 
科目欄一つ目、保健環境費国庫補助金のうち

減収となったものの七つ目、生活基盤耐震化等

交付金１億７，８１９万円は、水道施設の耐震

化や老朽化対策の交付対象事業の令和４年度へ

の繰越明許によるものです。  
次に、タブレットの１３ページ、紙資料の８

ページをお開きください。  
科目欄二つ目、教育費国庫補助金のうち減収

となったものの三つ目、高等学校等奨学事業費

補助金１６７万６，０１６円は、奨学給付金の

支給額が見込みを下回ったことによるものです。  
  次に、タブレットの１７ページ、紙資料の１

２ページをお開きください。  
科目欄基金繰入金のうち、上から五つ目、産

業廃棄物税基金繰入金７，１１４万４，５３７
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円は、放置艇対策事業費等が見込みを下回った

ため、基金の取崩し額が見込みを下回ったこと

によるものです。  
  次に、不用額の主なものについて御説明しま

す。タブレットの２４ページ、紙資料の１８ペ

ージをお開きください。  
科目欄防災費のうち一番上、防災総務費３，

８８０万２，７０２円は、地震・津波等防災・

減災対策推進事業費の市町村に対する補助金等

が見込みを下回ったことによるものです。 
次に、科目欄社会福祉費の四つ目、消費生活

県民費４８９万５，４２６円は消費生活安全・

安心推進事業費の市町村に対する補助金等が見

込みを下回ったことによるものです。 
次に、タブレットの２５ページ、紙資料の１

９ページをお開きください。  
科目欄環境保全費のうち二つ目、環境整備指

導費８，８４１万７，０８８円は、海岸漂着物

地域対策推進事業費において、県の委託による

海岸漂着物の撤去費用等が見込みを下回ったこ

とによるものです。   
次に、科目欄薬務生活衛生費のうち一つ目、

薬務生活衛生総務費１，１４５万２，２２９円

は、民営水道施設災害復旧支援事業費の市町村

に対する補助金等が見込みを下回ったことによ

るものです。  
次に、収入未済額の主なものについて御説明

します。  
タブレットの３３ページ、紙資料の２６ペー

ジをお開きください。  
科目欄雑入に係る収入未済額として課名欄四

つ目、循環社会推進課分２億１，３３８万３，

７４３円については、日出町真那井の産廃処分

場、竹田市直入町の廃プラスチック撤去及び杵

築市日野の産廃処分場に係る行政代執行経費の

残額並びに環境保全協力金の未収額です。事業

者の支払能力不足等により収入未済となってい

るものです。  
今後も、引き続き事業者の収入状況を注視し

ながら鋭意代執行経費の返済を求めるとともに、

環境保全協力金についても納付を求めます。 
次に、お手元の資料番号１０番、令和３年度

一般会計及び特別会計決算事業別説明書をお願

いします。  
生活環境企画課関係について御説明します。  
タブレットの１２１ページ、紙資料の１１５

ページをお開きください。 
第６目交通対策費の二つ目、優しいマナーと

思いやりの運転県おおいた推進事業費は決算額

３２６万１，５４９円です。この事業は、交通

事故発生を抑止するため、令和３年に施行され

た大分県自転車の安全で適正な利用の促進に関

する条例の啓発を目的とした動画やマンガの作

成、サイクルキャップの配布など、自転車や高

齢者の交通安全対策を実施したものです。 
佐藤うつくし作戦推進課長 うつくし作戦推進

課関係について御説明します。  
タブレットの１２５ページ、紙資料の１１９

ページをお開きください。  
第２目公害対策費の三つ目、未来の環境を守

る人づくり事業費は決算額１，３１５万７，０

３３円です。この事業は、県民の環境意識を高

めるとともに、主体的に行動することができる

人づくりを行うため、地域や学校で開催される

研修会等への環境教育アドバイザーの派遣や環

境劇の公演、環境ワークショップを実施したも

のです。  
第３目環境整備指導費の３Ｒ普及推進事業費

は決算額５８１万５，７５４円です。この事業

はリデュース、リユース、リサイクルの３Ｒを

通じた循環型社会の構築に向け、広報媒体等を

活用し、３Ｒの必要性について県民に対する周

知・啓発を実施した経費です。 
浜田自然保護推進室長 自然保護推進室関係に

ついて御説明します。  
タブレットの１２４ページ、紙資料の１１８

ページをお開きください。  
第２目企画調査費の一つ目、祖母・傾・大崩

ユネスコエコパーク推進事業費は決算額１，３

８２万８，８２０円です。この事業は、祖母・

傾・大崩地域の環境保全及び自然と共生した地

域振興を図るため、宮崎県や関係市町と連携し

て普及啓発を行ったほか、藤河内、神原、川上

渓谷の散策マップや案内動画を作成した経費で
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す。  
タブレットの１２６ページ、紙資料の１２０

ページをお開きください。 
第４目自然保護費の二つ目、生物多様性保全

推進事業費は決算額５４２万４９７円です。こ

の事業は、豊かな自然と生態系を次世代に引き

継ぐとともに、生物多様性への理解促進を図る

ため、カモシカの保護管理事業計画の策定やア

ライグマの防除対策等を実施したほか、環境保

全団体等の行う希少野生動植物の保護活動に対

し助成を行った経費です。 
河野県民生活・男女共同参画課長 県民生活・

男女共同参画課関係について御説明します。  
タブレットの１３０ページ、紙資料の１２４

ページをお開きください。  
第４目消費生活県民費の事業説明欄の上から

二つ目、消費生活安全・安心推進事業費は決算

額３，９７５万２，３８４円です。この事業は、

県民の消費生活の安全・安心を確保するため、

相談体制の充実やライフステージに応じた消費

者教育・啓発の推進に要した経費です。  
タブレットの１３１ページ、紙資料の１２５

ページをお開きください。  
第４目女性青少年対策費の事業説明欄の一番

下、女性に対する暴力防止推進事業費は決算額

３，３２６万４，３２９円です。この事業は、

ＤＶや性暴力などの女性に対する暴力をなくす

ため、効果的な啓発や研修を実施するとともに、

被害直後の対応、さらには中長期的な支援に要

した経費です。 
大海私学振興・青少年課長 私学振興・青少年

課関係について御説明します。  
タブレットの１３３ページ、紙資料の１２７

ページをお開きください。 
第８目文教費の事業説明欄の一番上、私学振

興費は決算額３６億６，８６９万１，３９２円

です。この事業は、私立学校の教育条件の向上

と経営の健全性確保等を図るため、学校法人等

に対し運営費等を助成したものです。  
次にその下、私立高等学校授業料減免支援事

業費は決算額２億２，０８８万３００円です。

この事業は、国の授業料実質無償化の対象とな

らない世帯における私立高校生の保護者の経済

的負担を軽減するため、授業料減免を行う学校

法人に対し助成したものです。 
若松食品・生活衛生課長 食品・生活衛生課関

係について御説明します。  
タブレットの１３６ページ、紙資料の１３０

ページをお開きください。  
第３目食品衛生指導費の一番下、「安心はお

いしいプラス」認証制度推進事業費は決算額１

０億４，８８１万４，７２３円です。この事業

は、飲食店における新型コロナウイルス感染症

の拡大を防止するため、対策実施状況の第三者

認証制度の創設と飲食店が行う設備導入費用の

助成に要した経費です。  
タブレット１３７ページ、資料の１３１ペー

ジをお開きください。 
第４目環境衛生監視費の上から三つ目、動物

愛護協働推進事業費は決算額２，０８５万３，

２３３円です。この事業は、犬猫の譲渡を促進

するとともに動物愛護精神の涵養を図り、犬猫

の殺処分につながる引取りを減少させるため、

動物愛護センターでの拠点型不妊去勢手術の実

施や動物愛護教育の実施等に要した経費です。 
北村環境保全課長 環境保全課関係について御

説明します。  
タブレットの１３８ページ、紙資料の１３２

ページをお開きください。 
第２目公害対策費の二つ目、大気環境監視推

進事業費は決算額１，９０６万１，２１３円で

す。この事業は、ＰＭ２．５の成分分析を由布

市、佐伯市で実施するために要した経費や、解

体現場等で石綿（アスベスト）の有無を分析で

きる機器を導入し、監視体制を強化するために

要した経費です。  
タブレットの１４０ページ、紙資料の１３４

ページをお開きください。  
第１目薬務生活衛生総務費の二つ目、生活基

盤施設耐震化等交付金事業費は決算額１億１，

１１７万３，２１５円です。これは、大分県生

活基盤施設耐震化等事業計画により交付対象と

なる水道施設の耐震化や老朽化対策等の取組に

ついて、市町を支援するために要した経費です。 
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島崎循環社会推進課長 循環社会推進課関係に

ついて御説明します。  
タブレットの１４２ページ、紙資料の１３６

ページをお開きください。  
第３目環境整備指導費の三つ目、廃棄物不法

投棄防止対策事業費は決算額６，７７０万５，

９５５円です。この事業は、不法投棄された廃

棄物の撤去や不法投棄防止用フェンスの設置な

ど、不法投棄の再発防止対策及び市町村が実施

する監視や啓発活動の支援に要した経費です。  
次に、一番下の海岸漂着物地域対策推進事業

費は決算額６，６４６万９，２００円です。こ

の事業は、平時または台風等自然災害発生時に

海岸へ漂着したプラスチックや流木等をはじめ

とする海岸ごみを、県又は市町村が事業主体と

なって回収・処分に要した経費です。 
御手洗審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課

長 人権尊重・部落差別解消推進課関係につい

て御説明します。  
タブレットの１４４ページ、紙資料の１３８

ページをお開きください。  
第１目社会福祉総務費の下から三つ目、人権

啓発環境整備事業費は決算額１２６万８，６２

０円です。この事業は、効果的かつ体系的な人

権教育・啓発を行うための基盤整備として、人

権啓発講師の人材育成や啓発資料の作成、購入

等に要した経費です。  
その下、人権施策推進事業費は決算額２２６

万６，５６０円です。この事業は、様々な人権

課題に対応するため大分県人権尊重社会づくり

推進条例に基づき、人権施策を総合的に推進す

るために要した経費です。具体的には、企業、

団体が行う人権研修の普及に向けた支援、性的

少数者の理解促進に関する施策の推進、大分県

人権尊重社会づくり推進審議会の運営等に要し

た費用です。 
後藤防災対策企画課長 防災対策企画課関係に

ついて御説明します。  
タブレットの１４５ページ、紙資料の１３９

ぺージをお開きください。  
第１目防災総務費の事業説明欄の上から５番

目、地域防災力強化支援事業費は決算額２，７

３７万５，４２８円です。この事業は、地域防

災力の向上を図るため、地域における自助・共

助活動の要となる防災士の各種研修等を行うと

ともに、地域の防災士や福祉団体等と連携した

住民や高齢者施設の避難訓練支援に要した経費

です。防災士の研修については、避難所運営訓

練の企画から実践までコーディネートできる防

災士を育成するため、キャリアアップ研修をＷ

ｅｂも活用し、県内１８か所で計３回開催し、

１２０名の防災士が受講しました。  
タブレットの１４７ページ、紙資料の１４１

ぺージをお開きください。  
事業説明欄の上から２番目、防災テクノロジ

ー活用推進事業費は決算額１，６２８万８千円

です。この事業は、頻発・激甚化する豪雨災害

や切迫する南海トラフ地震等の自然災害に対応

するため、ＡＩやドローン、衛星データ等の先

端技術を活用して防災行政の高度化を図るもの

です。ドローンの活用については、大分大学等

が開発を進めている災害情報活用プラットホー

ムＥＤｉＳＯＮ（エジソン）の有するドローン

情報共有化システムと大分県災害対応支援シス

テムを連携し、被災現場等のドローン映像を市

町村など関係機関と共有しています。 
小野危機管理室長 危機管理室関係について御

説明します。  
タブレットの１４６ページ、紙資料の１４０

ぺージをお開きください。  
第１目防災総務費の事業説明欄の一番上、防

災行政無線等管理費は決算額１億１，３２８万

１４３円です。この事業は、災害時等における

通信連絡手段を確保するため、県庁や振興局等

に整備した無線局の維持管理や防災センター等

の保守管理、運営に要した経費です。  
事業説明欄の上から三つ目、国民保護対策事

業費は決算額１７０万円です。これは、武力攻

撃等が発生した場合、国民保護法に基づき県民

の避難、救援等の国民保護措置を迅速に実施で

きるよう、関係機関の連携強化による初動対処

能力の向上を図るため、消防機関や警察本部等

と共同で実施した国民保護図上訓練に要した経

費です。 
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木許消防保安室長 消防保安室関係について御

説明します。  
  タブレットの１４７ページ、紙資料の１４１

ぺージをお開きください。  
第２目消防指導費の事業説明欄の一番上 、

消防力強化推進事業費は決算額２０６万８，５

２１円です。この事業は、消防力を強化するた

め非常備消防である消防団員の確保対策として、

若年層をターゲットにしたＹｏｕＴｕｂｅによ

るＰＲ動画の配信や、地域消防アドバイサーを

活用した消防思想の普及宣伝等を行なうととも

に、安全装備品購入経費への助成等、常備消防

の機能強化を支援したものです。  
  次に、上から三つ目、救急搬送体制整備事業

費は決算額７６１万２，４９５円です。この事

業は、傷病者の状況に応じた適切な搬送及び受

入れの基準や救急業務を医学的に支援するため

の体制等を強化するとともに、救急救命士の養

成支援等を実施したものです。なお、令和３年

度は一般財団法人が主催する養成講座に救急隊

員を派遣し、新たに１２名の救急救命士を養成

しました。 
馬場副委員長 以上で説明は終わりました。 
 これより質疑に入ります。 
 執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し簡潔明瞭に答弁願います。 
事前通告が２名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 
堤委員 まず、決算事業別説明書１１９ページ

の公害対策費について、今後の製鉄所や発電所

から排出されるＣＯ２の削減が大きな課題とな

っています。第一義的には国が政策を決定しま

すが、大分県にとっても他人事ではありません。

今後、大分県として排出規制にどう取り組んで

いくのか。また、日本製鉄の生産量が拡大すれ

ば、ばいじんの排出量も増えてきます。県とし

て立入調査を実施していますが、企業として降

下ばいじんの低減について、どのような認識を

しているのか。今後、低減対策として設備の新

増設や補修等は計画しているのか。 
 次に、日出生台演習場の問題についてです。 

米軍の都合で、２０２０年度と２０２１年度

の演習は中止となりましたが、今回、４月に１

５回目が実施されました。今回は異例ずくめで、

兵器や人員などは事前公表されず、ＨＩＭＡＲ

Ｓ（ハイマース）という高機動ロケット砲シス

テムも使用されました。訓練終了後も、事前通

知もなく外出行動をしています。県として防衛

省等に抗議等を行っていますが、今回の米軍の

行動について、国はどういう対応をとっている

のか。 
 最後に、１３８ページの部落差別解消推進事

業費について。運動団体に毎年８２０万円の委

託をしていますが、コロナ禍による研修会の中

止などで、今回の決算額は４５２万円となって

います。いまだに部落差別が解消していないと

言って、運動団体に研修会や生活相談等の事業

委託をしています。その根拠として、人権に関

する県民意識調査を挙げています。回答を見て

も、心の中で考えていることを表記しただけで、

行動が伴うものではありません。それで解消し

ないとして委託費を出すのは県民として納得で

きない。やめるべきだがどうか。また、憲法第

１９条で思想及び良心の自由は侵してはならな

いと規定されていますが、それに抵触するので

はないか。以上、答弁をお願いします。 
岩男脱炭素社会推進室長 公害対策費の御質問

の一つ目、ＣＯ２削減の取組についてお答えし

ます。 
 本県のＣＯ２削減については、第５期大分県

地球温暖化対策実行計画に基づき進めています。

昨年１０月の国の計画改定を受け、現在、県の

計画も一部改定作業を行っています。 
 産業部門における２０３０年、２０５０年を

視野に入れたカーボンニュートラルの取組等に

ついては、ものづくり未来会議おおいたで議論

していただいているところで、こうした議論の

状況も踏まえ、この改定の中で本県の方向性を

示し、２０５０年カーボンニュートラルを目指

してしっかり取り組んでいきます。 
北村環境保全課長 日本製鉄の降下ばいじんに

ついてお答えします。 
 大分市と日本製鉄が実施している降下ばいじ
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んの測定値は、昨年度は２．８トンと着実に低

減している状況ですが、風向きや降雨等により

まだまだ変動があり、昨年４月には製鉄所マウ

ンドで６トンを超えたことが１回ありました。 
 そういったこともあり、効果的な降下ばいじ

ん発生減対策の検討のため、県、大分市、日本

製鉄の３者で年４回の協議を行っています。日

本製鉄にはさらなる低減を図るため、様々な対

策を取っています。 
 具体的な低減対策としては、今後、コークス

炉のガイド車、集じん機の増強や焼結鉱輸送ラ

インの集じん強化などが計画されています。 
小野危機管理室長 日出生台演習場についてお

答えします。 
 まず、今回の訓練については人員数、砲、車

両数とも事前公表がされており、協定の範囲内

での訓練だったと考えています。隊員の外出時

は、マスク着用などコロナ対策の徹底のほか、

九州防衛局が責任を持って対応するよう申し入

れました。一般人と同様の服装で外出しており、

マスク着用も含めてトラブルの報告はありませ

んでした。 
 情報開示の後退については、九州防衛局に強

く抗議をしています。昨今の国際情勢を鑑み、

また米軍のセキュリティーの観点等から、米軍

の部隊行動に関する情報については伝達できな

いこともあると回答を受けていますが、引き続

き情報開示については要請していきます。 
御手洗審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課

長 部落差別解消推進事業費についてお答えし

ます。 
 平成２８年に施行された部落差別解消推進法

では、現在もなお部落差別は存在すると明記さ

れ、相談体制の充実及び教育、啓発は地方公共

団体の責務とされています。 
 令和２年６月に法務省が公表した部落差別の

実態に係る調査結果によると、大分地方法務局

管内の相談件数は３年間で１４件、大分県内の

自治体への相談件数は５年間で合計４７件とな

っています。 
内訳としては、結婚に関することや差別の落

書き、インターネットの書き込みなど多岐にわ

たっています。また、平成３０年に実施した人

権に関する県民意識調査でも「同和地区住民に

対する差別意識を持っている人がいる」、「持

っている人はまだ多い」の合計が３９．６％で、

いまだに４割近くが差別意識を持っているとい

う結果になっています。 
 これらの法的根拠と差別の実態、差別意識の

存在を踏まえ、部落差別解消に向けた生活相談

や研修会の開催、担い手の養成の三つの事業を

委託しています。なお、調査は県民意識の把握

を目的として任意で回答してもらうもので、意

識を問うこと自体は思想、良心の自由を侵すも

のとは考えていません。 
堤委員 日本製鉄の関係で、ちょっと数字が聞

こえなかったから、もう少しゆっくり言ってく

ださい。降下ばいじんの環境測定値があるでし

ょう。製鉄所マウンド上で１０トンと言ったか

な。 
 ばいじんは確かに低減しています。当然、私

はあの地域に住んでいるからどれだけ減ってき

ているか分かります。ただ、本当に少なくなっ

ているけれど、なくなってはいない。住んでい

る人間からすると、まだちょっとひどい状況も

見受けられます。３者できちっと協議しながら

やっているのも分かりますが、やはり緩めると

排出も増えてくるので、そういう点ではぜひこ

れから強めていただきたい。 
 それと、演習やセキュリティーの問題につい

て、九州防衛局に要請していると。立場は非常

に弱いよね。ただ、米軍だからといって許して

はいけないものは許してはいけない。一般の服

装だからいいと。情報開示がなかったけど、さ

きほどは問題がないような言い方だったから、

そうではなくて、やはりおかしいことはおかし

いわけです。情報開示もなければ、いつ入って

くるのかも分からない。今回は、いろんな情報

が遅れているわけよ。ハイマースも導入された

でしょう、今ウクライナで使われているのも全

く同じ機種ですよ。一方ではそういう状況が起

きているわけよ。それを県として他人事のよう

に考えてはいけない。やはり、それはきちっと

九州防衛局を通じて防衛省に言うとか、１０月
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末に米軍との使用協定を含めて改定するでしょ

う。そこに反映させる心積もりがあるのか、再

度聞きます。 
 部落問題についてはずっと議論していて、ど

うも平行線が続いていますが、僅かにこういう

件数があると。それに対して８２０万円の予算

を組んでいるが、その予算がなくてもこういう

数字になるわけですよ。いい加減、この予算を

やめたらどうですか。 
北村環境保全課長 昨年、日本製鉄が自主的に

行った検査で平均値が２．８トンです。管理目

標値の６トンを１回超えたと申しました。 
小野危機管理室長 米軍の訓練が行われる際に、

やはり県として一番大切にしなければいけない

ことは県民の安全安心です。そのためには、情

報開示が必要と考えているので、これからも引

き続き、九州防衛局に対して要望していきます。 
御手洗審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課 

長 部落差別に関しては、確かに県に上がって 
くる件数は少ないかもしれませんが、実際に隣 
保館の方とかの話を聞くと、まだ切実な問題が 
たくさんあります。予算があってもなくてもと

いうことですが、啓発、研修については引き続

きしっかり取り組んでいきます。 
堤委員 ８２０万円の予算があったら、ぜひ同

和ではなくて外国人差別とか、そういうところ

にもっと特化して、来年度予算を組むようにし

てください。これは要望しておきます。 

木田委員 決算事業別説明書の１４０ページと

１４１ページ、県庁防災体制強化事業費と高機

能消防指令センター共同整備支援事業費につい

てお聞きします。 
 両事業の連携について、他の防災関連事業に

も関連があると思いますが、今、全国初で県内

の消防指令業務一元化の準備が進められており、

この間、いろんな議論がされてきたと思います。

その消防指令業務の一元化と県庁の防災体制の

強化は、やはり関連があると思っています。 
 先日、県民クラブで大分市消防局の視察に行

って、今後どのようなシステムが入るのか、ど

のような運営になるのか調査を行いました。い

ろんな最新設備が入るので、これはやはり県の

災害対策本部とか、いろんな運用面で効果的に

利用できるのではないかという感想を持ちまし

た。この一元化との関連について、今後どのよ

うなメリットがあるのか、具体的にお聞かせく

ださい。 
木許消防保安室長 消防指令業務の一元化と大

分県の防災体制強化とは関連があります。 
 県内の消防指令業務が一元化されることによ

り、災害情報等も集約されることになります。

委員御質問の具体的なメリット等ですが、消防

指令センターの共同整備事業によって、例えば

林野火災や大分市の石油コンビナートの事故事

案等、県内の重要事案が早期に覚知できるとこ

ろです。また、救助活動における消防車両等の

動態管理情報の共有化やドローン等を活用した

映像の可視化――リアルタイムで現場の状況等

が分かるなどのメリットがあります。 
 現在、これらを活用して初動態勢の早期確立、

あるいは関係機関との迅速な対応が可能となる

よう準備を進めています。 
木田委員 いろんな新システムが想定されてい

るものの一つですが、通報者のスマートフォン

によるライブ中継について、警察本部に聞きま

したが、今後現場を目撃している方が１１０番

につないで、自分のスマートフォンの映像を流

してやり取りができると。ほぼ同じようなシス

テムが消防でも想定されていると聞いたので、

これはすごいと思いました。 
 災害事案が起こっている場所についても、そ

の位置情報が瞬時に伝わると。今までは１対多

数の消防本部とのやり取りであったのが、１対

１でつながることとなれば、県の防災体制強化

において非常に有効だと感じています。 
 一つは、県の災害対策本部と大分市の消防本

部のシステムが連動して、ライブ映像をそのま

ま流せるとか、何か瞬時にリアルタイムで情報

を得るシステムになるのか。県ではそのような

システム構成をするのか。当然、防災ヘリも運

航していますが、リアルタイムで情報を得なが

らやり取りするような連動は、今後、災害対策

本部で行うのかお聞かせください。 
木許消防保安室長 消防指令業務に関しては、
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消防が指令を出す際の、県下全部を一元化する

ものですが、これによって集まった映像などは

当然、大規模災害時には県と大分市でやり取り

し、その体制をいかしたい。その情報が映像で

あったり動態管理、車両等の状況であったり、

その辺をやり取りできることを整備するよう事

業を進めています。 
馬場副委員長 ほかに、事前通告されていない

委員で質疑はありませんか。 
  〔「なし」と言う者あり〕 
馬場副委員長 事前通告が２名の委員外議員か

ら出されているので、事前通告のあった委員外

議員の質疑を行います。 
猿渡委員外議員 まず、私学振興費の関係でお

聞きします。 
 年度当初の過去５年と、１０月現在の教員の

欠員数がどうなのか。欠員がある場合、どのよ

うに支障があり、どのように対応しているのか。 
 二つ目、決算事業別説明書の１２７ページ、

私立高等学校等奨学金給付事業費の関係です。 
 制服代、教材費などどのようなものが保護者

負担となっているのか。中学、高校入学時に必

要なおおよその金額はどれくらいか。負担軽減

の制度について周知をどのように行っているの

か、答弁お願いします。 
 もう一つ、１２４ページの消費生活県民費の

関係と思いますが、ガソリン代等の物価高騰に

より、県民生活や中小業者への影響が非常に大

きく、大分県はなぜこんなにガソリン代が高い

のかという声が上がっています。消費者の声に

応えて対策を講じているのか教えてください。 
大海私学振興・青少年課長 ２点について御回

答します。まずは、教員の欠員の状況です。 
 私立学校では、公立学校のような学校ごとの

教員の定数はありませんが、学校教育法による

学校設置基準において、学校を設置する際の必

要最低数が定められています。これによると、

高校については生徒数を４０で除して得られた

数以上、小中学校については１学級当たり１人

以上の教諭等を配置することとされていますが、

本県の私立学校においては過去５年間、この基

準を下回ったことはありません。 

 なお、教員の実数は毎年度把握しており、県

内私立小中高等学校の合算の数字ですが、平成

３０年度は１，１６４人、令和４年度は１，１

８７人と、５年間で大きな変化はありません。 
 次に、入学時の保護者の負担軽減についてお

答えします。 
 まず、文部科学省において子どもの学習費調

査が行われており、直近では平成３０年度の調

査結果が公表されています。この調査では、保

護者が子どもの学校教育及び学校外活動のため

に支出した１年間の経費が調べられています。

本調査による入学時に必要な経費は、私立中学

校が教科書代、学用品、制服、通学用品費で約

２０万円、私立高校が、同様の項目で約１６万

円となっています。 
 保護者の負担軽減ですが、中学生については

国による就学援助制度に基づき、住民税非課税

世帯等に対して市町村が入学に係る学用品等の

支援を行っています。また、県では高校生に対

して、住民税非課税世帯等を対象として奨学給

付金による支援を行っています。 
 こうした制度については、学校を通じて制度

周知のパンフレットを配布するとともに、県や

市町村ホームページに制度の案内を掲載してい

るほか、各学校における入学説明会等において

概要を保護者向けに説明するなど、周知に努め

ています。 
河野県民生活・男女共同参画課長 ガソリン代

等の物価高騰対策についてお答えします。 
 石油製品は県民生活に欠かせない商品である

ことから、当課では５月と１２月の年２回、ガ

ソリン価格等の調査を実施し、その結果を県ホ

ームページで公表するなど、消費者がガソリン

等を購入する際の判断材料として利用できるよ

う努めています。 
 なお、消費生活県民費ではありませんが、今

年度の６月補正予算で私学振興・青少年課が私

立高等学校の授業料支援として、原油価格高騰

等の影響を受ける保護者の負担を軽減するため、

家計急変した世帯に対して授業料支援の対策を

講じました。 
猿渡委員外議員 私立では公立のように欠員は
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ないという理解でいいんですね。公立の学校で

は教員確保に非常に苦労していますが、その違

いは何なのか。 
保護者負担について、中学校で２０万円、高

校で１６万円ぐらいと言われました。ある私立

高校に子どもが通っている保護者に聞いたら、

彼女はすごく細かく記録に残していて、すぐに

必要なお金が３５万円ぐらいと教えてくれまし

た。宿泊研修とかも入っていると思いますが、

今、物価高騰の中で、またコロナ禍で収入が激

変している状況があるので、やはりその保護者

負担をなるべく軽くするように、使える制度は

幅広く分かりやすく、すぐ使えるように、学校

が決まってからすぐお金がいるので、その辺を

さらに充実していただきたい。 
 ガソリン代については、何で大分県はこんな

に高いのかと、いろんなうわさが飛び交ってい

ます。日田市はエネルギー価格高騰を踏まえ、

中小企業等に対する支援策を講じています。や

はりそういう対策を実施すべきだと。ガソリン

代等、物価高騰に対して対策を講じるべきだと

考えますが、いかがでしょうか。 
大海私学振興・青少年課長 まず、欠員につい

てです。 
 これについて、公立学校では条例で教職員の

定数が定められていて、それと実員の差が欠員

という形で捉えられますが、私立学校にはこう

いった定数自体の概念がないので、欠員がない

とお答えしました。 
 ただ、私立学校においても定年退職とか途中

退職等が生じた場合の後の採用について、やは

り優秀な人材の確保に大変苦労しているといっ

た話を聞いています。このため、各学校では退

職後の再雇用制度による継続雇用、臨時講師や

非常勤講師による対応、場合によっては教頭先

生が教鞭を執るなど、そういった工夫を凝らし

ながら対応していると聞いています。 
 次に、二つ目の保護者負担の軽減です。 
今回、国の調査に基づいた数値を申し上げま

したが、公立学校よりも私立学校の方が経費を

見ると高いです。そうした点も踏まえ、さきほ

ど申し上げた支援制度がありますが、特に本県

の場合は、授業料の支援も行っています。 
さきほど御説明しましたが、６月補正で家計

急変世帯の対策を講じています。これは前年所

得で認定するので、認定自体が１年遅れますが、

今回、家計急変で今年給料が下がった人につい

て、今年から授業料支援を行っています。引き

続き保護者の負担軽減とともに、制度周知につ

いてもしっかり取り組んでいきます。 
河野県民生活・男女共同参画課長 ガソリン価

格等の物価対策をすべきではないかということ

ですが、現在、ガソリンに対する補助について

は、国が卸売事業者に対して１リットル当たり

原則３５円を上限に補助しており、来年の春頃

まで補助制度を延期することについて検討して

います。国の動向をしっかりと注視していきた

いと考えています。 
猿渡委員外議員 ガソリン代ですが、そういう

ものがありながらも高いし、大分県が隣県に比

べて高いと。別府は特に県内でも高いという声

が非常に多く、本当にいろんなうわさが飛び交

っている状況で、やはりこれに対して県が何ら

かの対応をしなければならないと思います。県

民は、本当に暮らしにも営業にも仕事にも支障

が出て困っているから、やはり県として対策を

しっかり講じていくべきだと重ねて強く求めて

おきます。 
 高い理由についても、みんな何でと言ってい

ます。しっかり県が把握しないと県民は納得し

ないですよ。そこの理由について答弁いただけ

ますか。 
河野県民生活・男女共同参画課長 大分県のガ

ソリン価格がなぜ高いのか、私どもも大分県石

油商業組合に対して定期的に聞き取り調査を行

っていますが、組合としてもはっきりとした理

由は分からず、県としてもなかなかその理由に

ついて把握できていないのが現状です。 
守永委員外議員 決算事業別説明書の１１９ペ

ージ、主要な施策の成果で８０ページに記載さ

れていますが、未来の環境を守る人づくり事業

費についてです。 
 この事業で、大人向け環境教育の推進として

環境教育アドバイザー、サポーターの派遣とあ
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りますが、それらは登録されているのか教えて

ください。登録制であるとすれば、２０２１年

度は何人登録されたのでしょうか。 
 それと、幼児向け環境劇とありますが、これ

はどんな方が演じているのか。また、平成２３

年から環境劇の公演を続けているのか、どのく

らい続いているのか教えていただきたい。さら

に、劇の内容は毎年どのように変わっているの

か、簡単に状況を教えてください。 
佐藤うつくし作戦推進課長 まず、環境教育ア

ドバイザーとサポーターについてです。 
 県内在住で、環境問題の各分野について専門

的な知識を持っている方を大分県環境教育アド

バイザーとして委嘱しています。それと、サポ

ーターは、アドバイザーが講演等、環境講座を

開く際に、そのアドバイザーを補佐します。例

えば、自然観察会とかを開く際、アドバイザー

１人ではなかなか２０、３０人の子どもを見ら

れないので、その補佐をするサポーターを帯同

できることにしており、こちらは登録制度にし

ています。２０２１年度末のアドバイザーは７

３人、サポーターは６３人となっています。 
 それから、環境劇についてです。これは平成

２２年度から実施していて、今年で１３年目に

なります。演者については、毎年春に提案競技

で公募をして、プロの劇団に応募していただい

て、私どもで審査をして１劇団選ぶことにして

います。 
 過去５年間では、人形劇団京芸や有限会社シ

ョーマンシップといった劇団に実施していただ

いており、その内容はミュージカルや人形劇で、

中身も毎年変化しています。 
守永委員外議員 アドバイザーは専門家に委嘱、

そしてサポーターは登録ということですが、今

聞いた人数だとサポーターの方が少ないですね。  
必ずしもサポートが必要なアドバイザーばか

りではないという理解でいいのか。あと、幼児

向け環境劇は公募して審査をするということで

すが、平均何組ぐらいの応募があるのか分かれ

ば教えていただきたい。審査そのものは、やは

り応募された劇団がこういうことで演じたいと

いうのを実際に見せて、それを審査する形なの

でしょうか。その辺ちょっと教えてください。 
佐藤うつくし作戦推進課長 まず、アドバイザ

ーとサポーターの数ですが、必ずしもアドバイ

ザーに１人ずつサポーターをつけるという意味

ではありません。おしゃべりだけでできる講座

もあるので、そういう場合は当然アドバイザー

が１人で行って講演をする形になります。 
 中には、さきほど言った自然観察会とかで、

１人は無理なので、サポーターを２人連れてい

くこともあります。それぞれのアドバイザーに

何人かサポーターを登録していただき、その中

から必要なときに１人なり２人なり帯同する形

になっています。 
 それと、環境劇の審査について、ちょっとは

っきりした数は分かりませんが、毎年５団体以

上は応募があります。審査会を庁内で開きます

が、私ども県職員と、幼稚園の先生あるいは高

校で演劇を指導している先生に審査員になって

もらい、実際にプレゼンをしていただいていま

す。プレゼンは、資料でこういう劇をしますと

いうところもあるし、実際にその演者が来て動

きながら、こういう劇をやっていきますという

こともあります。 
守永委員外議員 よく理解できました。ありが

とうございます。子どもたちに、環境をどう守

ることが大切なのかを伝えるのは重要なことだ

と思うし、その中で、そういった演劇をしてい

くのも伝える手法としては非常に興味深いと思

います。資料等で、そういうことをやっている

のは分かりますが、具体的にそれを見たことが

ないのでイメージが湧かなかったのですが、学

校に訪問してやっているところを見せていただ

きたい。特にコロナ禍では難しい場面もあると

は思いますが、例えば、審査のときに私たちに

も状況を視察させていただくとか、そういう工

夫をしていただくと、具体的にどんなことをや

っているのがよく伝わるので、そういう工夫を

今後検討いただけたらと思います。一応要望と

してお願いします。 
馬場副委員長 ほかに、委員外議員で質疑はあ

りませんか。 
  〔「なし」と言う者あり〕 
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馬場副委員長 それでは、本日の質疑等を踏ま

え、全体を通して委員から、ほかに何か質疑は

ありませんか。 
  〔「なし」と言う者あり〕 

馬場副委員長 別にないので、これで質疑を終

わります。 
 それでは、これをもって生活環境部関係の審

査を終わります。執行部はお疲れ様でした。 
  これより内部協議に入るので、委員の方はお

残りください。 
 

〔生活環境部、委員外議員退室〕 
 
馬場副委員長 これより内部協議に入ります。 
 さきほどの生活環境部の審査における質疑等

を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと

思いますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映

させるべき意見、要望事項等があればお願いし

ます。 
堤委員 ＣＯ２の削減について、２０５０年カ

ーボンニュートラルで今、実行計画を見直して

いると言ったかな。その中で、長期的な観点も

必要だけど、県として産業界を含めて、来年度

は具体的にどういう方向でＣＯ２の削減をやっ

ていくのかを、何か明確にビジョン等で示すと

いいのではないかな。示していれば、それをも

う少し具体的にやっていけばいいのではないか

と感じました。 
 それと、ばいじんについてはぜひ、県として

もこれからも対策を強化して、低減のために頑

張ってほしいと言っておきます。 
 それと、同和対策の関係で、委託料の８２０

万円。今回は４５２万円の決算ですが、いろい

ろ理由は言いませんが、やはり中止すべきだと。

来年度、部落解放同盟と全日本同和会に出して

いる二つの委託料８２０万円をぜひ中止するよ

うに、この委員会としても言っていただきたい

と思います。 
馬場副委員長 ただいま委員からいただいた御

意見、御要望及び本日の審査における質疑を踏

まえ、審査報告書案として取りまとめたいと思

います。 

 詳細については、委員長に御一任いただきた

いと思いますが、よろしいでしょうか。 
  〔「異議なし」と言う者あり〕 
馬場副委員長 それでは、そのようにします。 
 以上で、生活環境部関係の審査報告書の検討

を終わります。 
 以上で、本日の審査及び１１日から行ってき

た部局別審査程は終わりました。 
この際ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 
馬場副委員長 ここでお諮りします。 
 審査の取りまとめについては、本日までの委

員会審査における執行部との質疑などを踏まえ、 
正副委員長で協議の上、委員会審査報告書の案

を作成し、１１月２日の委員会においてお諮り

したいと考えていますがよろしいでしょうか。 
〔「異議なし」と言う者あり〕 

馬場副委員長 それでは、委員長とともに準備

を進めます。 
次回の委員会は１１月２日、水曜日の午前１

０時から第３委員会室で開きます。 
 以上をもって、本日の委員会を終わります。 
 お疲れ様でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


